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一
、
問
題
の
所
在

各
国
の
企
業
会（
１
）

計
基
準
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
お
け
る
企
業
観
や
取
引
の
実
情
を
反
映
し
つ
つ
独
自
の
発
展
を
遂
げ
、
そ
の
結
果
と

し
て
多
く
の
相
違
点
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
近
年
、
資
本
調
達
活
動
を
中
心
と
し
た
企
業
活
動
の
国
際
化
及
び
投
資
家
の
投
資
活
動

に
お
け
る
国
際
化
の
急
速
な
進
展
、
並
び
に
こ
れ
ら
に
伴
う
企
業
業
績
の
国
際
的
な
比
較
可
能
性
の
担
保
の
要
請
を
背
景
と
し
て
、
企

業
に
関
す
る
会
計
基
準
に
つ
き
、
そ
の
国
際
的
な
調
和
化(h

arm
on

ization
)

あ
る
い
は
統
一
化(u

n
iform

ity)

を
図
る
べ
き
で
あ

る
と
す
る
論
議
や
活
動
が
、
わ
が
国
の
み
な
ら
ず
国
際
的
に
活
発
化
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
企
業
、
と
り
わ
け
株
式
会
社
に
関
す
る
会
計
基
準
の
国
際
的
調
和
化
及
び
企
業
内

容
開
示(disclosu

re)

の
充
実
・
強
化
を
図
る
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と
な（
２
）

り
、
平
成
九
年
以
降
、
企
業
会
計
審
議
会
あ
る
い
は
企
業
会

計
基
準
委
員
会
よ
り
数
多
く
の
意
見
書
あ
る
い
は
会
計
基
準
が
公
表
さ
れ
る
と
と
も
に
、
証
券
取
引
法
関
連
の
諸
法
令
に
関
し
て
は
、

企
業
内
容
開
示
の
一
層
の
拡
充
を
図
る
べ
く
、
数
度
に
亘
る
大
規
模
な
改
正
が
矢
継
ぎ
早
に
な
さ
れ
た
。
他
方
、
商
法
計
算
規
定
（
商

法
が
委
任
す
る
商
法
施
行
規
則
等
の
省
令
を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
関
し
て
も
、
平
成
一
一
年
改
正
（
法
律
一
二
五
号
）
以
降
、
今

わ
が
国
会
計
基
準
の
国
際
的
調
和
化
と
法
人
所
得
課
税

田

中

将
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日
に
至
る
ま
で
、
度
重
な
る
改
正
が
な
さ
れ
、
証
券
取
引
法
関
連
法
令
と
の
調
整
が
図
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
改
正
後
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
企
業
会
計
基
準
と
、
企
業
会
計
に
お
け
る
事
実
上
の
国
際
標
準
と
な
る
と

目
さ
れ
て
い
る
『
国
際
会
計
基
準(In

tern
ation

al
A

ccou
n

tin
g

S
tan

dards
:

IA
S

)

』
な
い
し
は
『
国
際
財
務
報
告
基
準

(In
tern

ation
al

F
in

an
cial

R
eportin

g
S

tan
dards

:
IF

R
S

)

』、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
原

則(G
en

erally
A

ccepted
A

ccou
n

tin
g

P
rin

ciples
:

G
A

A
P

)

」
と
の
完
全
な
一
致
は
み
て
い
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
基
準
や

原
則
自
体
も
必
要
に
応
じ
て
改
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
今
後
と
も
わ
が
国
企
業
会
計
制
度
の
更
な
る
改
正
作
業
は
不
可

避
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
、
現
在
の
わ
が
国
に
お
け
る
企
業
会
計
は
、
商
法
計
算
規
定
を
そ
の
基
幹
と
し
つ
つ
も
、
証
券
取
引
法
及
び
「
法
人
税
法

等
」（
わ
が
国
の
法
人
税
法
及
び
同
法
の
特
例
を
定
め
る
租
税
特
別
措
置
法
を
中
核
と
し
た
、
法
人
税
に
係
る
関
連
諸
法
令
を
い
う
も

の
と
す
る
。
以
下
同
じ
。）
と
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
、
し
か
し
相
互
に
密
接
に
関
連
し
な
が
ら
こ
れ
を
規
制
す
る
と
い
う
特
殊
な
状
況

（
い
わ
ゆ
る
「
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
体（
３
）

制
」）
下
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
法
人
税
法
等
の
規
定
、
と
り
わ
け
、
法

人
の
確
定
し
た
決（
４
）

算
を
基
礎
と
し
て
課
税
所
得
計
算
を
行
わ
せ
ん
と
す
る
確
定
決
算
主
義
の
存
在
が
、
わ
が
国
「
会
計
基
準
の
国
際
調

和
化
を
促
進
す
る
上
で
大
き
な
阻
害
要
因
と
な
っ
て
い（
５
）

る
」
と
し
て
、
そ
の
廃
止
あ
る
い
は
修
正
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
わ
が
国
の
法
人
税
法
等
が
採
用
す
る
確
定
決
算
主
義
が
、
会
計
基
準
の
国
際
的
調
和
化
の
理
念
的
目
的
で
あ
る
と

解
さ
れ
る
財
務
諸
表
あ
る
い
は
計
算
書
類
（
以
下
、
ま
と
め
て
「
財
務
書
類
」
い
う
こ
と
が
あ
る
。）
に
お
け
る
企
業
状
況
の
「
真
実

か
つ
公
正
な
概
観
」
の
表
示
を
何
ら
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
論
ず
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
今
日
主
張
さ
れ
て
い
る
会
計
基
準

の
国
際
的
調
和
化
に
は
多
く
の
疑
念
が
あ
る
こ
と
、
並
び
に
、
会
計
制
度
の
改
善
は
、
各
国
の
会
計
基
準
の
単
な
る
形
式
的
な
統
一
に

よ
っ
て
で
は
な
く
、
財
務
書
類
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
情
報
の
拡
充
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

論 説
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二
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
人
税
の
計
算
構
造

法
人
の
利
潤
な
い
し
所
得
を
課
税
標
準
と
し
て
租
税
を
課
す
税
制
は
、
今
日
、
多
く
の
先
進
諸
国
に
お
い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
と

も
に
、
国
家
の
租
税
収
入
上
、
重
要
な
地
位
を
占
め
て
い（
６
）

る
。
わ
が
国
に
お
け
る
法
人
税
も
ま
た
、
原
則
と
し
て
法
人
の
所
得
を
課
税

標
準
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
租
税
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人（
７
）

税
は
、「
内
国
法
人
の
各

事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
」
を
課
税
標
準
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
法
人
所
得
税(corporate

in
com

e
tax)

で
あ
る
（
法
人
税
法
二
一

条
）。し

か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
の
法
人
税
法
上
、
法
人
の
「
所
得
」
の
意
義
に
つ
い
て
こ
れ
を
正
面
か
ら
規
定
す
る
明
文
は
な
く
、
こ
れ

に
包
摂
さ
れ
る
（
文
言
上
は
算
入
さ
れ
る
）
べ
き
金
額
に
つ
い
て
の
定
め
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

す
な
わ
ち
、
内
国
法
人
の
各
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
は
「
当
該
事
業
年
度
の
益
金
の
額
」（
以
下
、
単
に
「
益
金
の
額
」
と
い

う
。）
か
ら
「
当
該
事
業
年
度
の
損
金
の
額
」（
以
下
、
単
に
「
損
金
の
額
」
と
い
う
。）
を
控
除
す
る
こ
と
に
よ
り
計
算
さ
れ
る
（
法

人
税
法
二
二
条
一
項
）
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
益
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
資
産
の
販
売
、
有
償
又

は
無
償
に
よ
る
資
産
の
譲
渡
又
は
役
務
の
提
供
、
無
償
に
よ
る
資
産
の
譲
受
け
そ
の
他
の
取
引
で
資
本
等
取
引
以
外
の
も
の
に
係
る
当

該
事
業
年
度
の
収
益
の
額
で
あ
る
（
同
条
二
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
損
金
の
額
に
つ
い
て
も
、
別
段
の
定
め

が
あ
る
も
の
を
除
き
、
�
当
該
事
業
年
度
の
収
益
に
係
る
売
上
原
価
、
完
成
工
事
原
価
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
原
価
の
額
、
�
�
の

ほ
か
、
当
該
事
業
年
度
の
販
売
費
、
一
般
管
理
費
そ
の
他
の
費
用
（
償
却
費
以
外
の
費
用
で
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
ま
で
に
債
務
の

確
定
し
な
い
も
の
を
除
く
。）
の
額
、
及
び
�
当
該
事
業
年
度
の
損
失
の
額
で
資
本
等
取
引
以
外
の
取
引
に
係
る
も
の
と
す
る
（
同
条

三
項
）
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
「
原
価
の
額
」、「
販
売
費
、
一
般
管
理
費
そ
の
他
の
費
用
の
額
」
及
び
「
損
失
の
額
」
に
つ

わが国会計基準の国際的調和化と法人所得課税
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い
て
の
法
律
上
の
定
義
付
け
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

要
す
る
に
税
法
上
、「
益
金
の
額
」
及
び
「
損
金
の
額
」
の
範
囲
に
つ
い
て
明
確
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、

こ
れ
ら
の
額
の
計
算
は
「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
の
基
準
」（
い
わ
ゆ
る
「
公
正
処
理
基
準
」）
に
従
っ
て
行
わ
れ

る
も
の
と
す
る
（
同
条
四
項
）
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
規
定
に
対
し
、
実
務
上
、
法
人
の
課
税
所
得
の
計
算
及
び
税
額
の
計
算
は
、
法
人
税
法
施
行
規
則
に
掲
げ
ら
れ
た
各
種

の
「
別
表
」
と
称
さ
れ
る
様
式
に
必
要
な
記
載
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
（
同
規
則
三
四
条
二

項
ほ
か
）、
こ
の
別
表
の
う
ち
、
中
核
的
な
役
割
を
果
た
す
「
別
表
四

所
得
の
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明
細
書
」
及
び
「
別
表
一

各
事
業
年
度
の
所
得
に
係
る
申
告
書
」
の
記
載
に
し
た
が
え
ば
、
法
人
の
各
事
業
年
度
の
課
税
所
得
金
額
及
び
法
人
税
額
は
、
お
お
む

ね
次
の
よ
う
に
算
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

課
税
所
得
金
額
�
損
益
計
算
書
に
お
け
る
当
期
利
益
（
欠
損
）
の
額
＋
「
加
算
項
目
」
の
金
額－

「
減
算
項
目
」
の
金
額

法
人
税
額
�
課
税
所
得
金
額
×
法
人
税
率

こ
の
算
式
の
う
ち
、「
当
期
利
益
（
欠
損
）
の
額
」
は
、
株
式
会
社
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
損
益
計
算
書
に
掲
げ
ら
れ
た
当

期
利
益
の
額
又
は
当
期
欠
損
の
額
で
あ
る
（
法
人
税
法
施
行
規
則
「
別
表
四
記
載
要
領
」
二
）。
ま
た
、「
加
算
項
目
」
と
は
、
法
人
が

損
益
計
算
書
に
お
い
て
費
用
又
は
損
失
と
し
て
経
理
し
た
金
額
で
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な

い
も
の
及
び
法
人
が
収
益
と
し
て
経
理
し
な
か
つ
た
金
額
で
当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
益
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の

で
あ
り
（
同
記
載
要
領
四
）、「
減
算
項
目
」
と
は
、
法
人
が
損
益
計
算
書
に
お
い
て
費
用
又
は
損
失
と
し
て
経
理
し
な
か
っ
た
金
額
で

当
該
事
業
年
度
の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の
及
び
法
人
が
収
益
と
し
て
経
理
し
た
金
額
で
当
該
事
業
年
度

論 説
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の
所
得
の
金
額
の
計
算
上
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
同
記
載
要
領
五
）。

以
上
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
実
務
上
は
、
会
社
が
作
成
し
た
確
定
し
た
決
算
に
お
け
る
損
益
計
算
書
に
記
載
さ
れ
た
当
期
純
利
益

あ
る
い
は
当
期
純
損
失
（
商
法
施
行
規
則
一
〇
〇
条
三
項
）
を
起
点
と
し
て
、
こ
れ
に
税
法
上
の
「
別
段
の
定
め
」
に
よ
る
調
整
を
行

う
こ
と
に
よ
っ
て
課
税
所
得
は
算
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
下
、
法
人
税
法
二
二
条
の
規
定
が
、
企
業
会
計
、
と
り
わ
け
株
式
会
社
の
計
算
と
の
関
係
に
お
い
て
如
何
な
る
法
的
意
味
を
有
す

る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
人
所
得
課
税
の
沿
革
を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
わ
が
国
に
お
け
る
法
人
所
得
課
税
の
沿
革
と
計
算
書
類

法
人
所
得
税
は
、
税
法
以
前
に
存
在
す
る
法
人
の
利
益
な
い
し
は
所
得
と
い
う
経
済
的
概
念
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
に
対
し
て
課
税

さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
８
）

が
、「
い
ず
れ
の
国
に
お
い
て
も
法
人
を
納
税
義
務
者
と
す
る
所
得
税
が
存
在
し
、
課
税
所
得

と
企
業
利
益
と
が
何
ら
か
の
形
で
リ
ン
ク
さ
せ
ら
れ
て
い（
９
）

る
」。
そ
し
て
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
明
治
三
二
年
に
お
け
る
法
人
所
得

税
の
導
入
当
初
よ
り
、
課
税
所
得
を
企
業
利
益
か
ら
導
出
さ
せ
る
方
法
が
立
法
上
一
貫
し
て
採
用
さ
れ
て
き
た
。

わ
が
国
の
所
得
税
制
度
は
「
明
治
二
十
年
三
月
勅
令
第
五
号
所
得
税
法
ノ
制
定
ヲ
以
テ
創（
１０
）

始
」
と
し
、
こ
の
明
治
二
〇
年
の
所
得
税

法
（
以
下
、「
旧
所
得
税
法
」
と
い
う
。）
は
法
人
に
対
す
る
不
課
税
主
義
を
採
用
し
て
い
た
と
こ
ろ
、「
日
清
戦
役
ノ
結
果
戦
後
経
営

ニ
伴
フ
歳
入
補
填
ノ
為
メ
巨
額
ノ
財
源
ヲ
得
ル
ノ
必
要
ア
リ
又
改
正
条
約
実
施
ノ
結
果
税
法
上
海
外
ノ
関
係
ヲ
規
定
ス
ル
ノ
必
要
ア
リ

而
シ
テ
民
間
起
業
ノ
増
進
ト
共
ニ
商
事
会
社
漸
ク
勃
興
セ
ル
ヲ
以
テ
法
人
所
得
ニ
課
税
ノ
必
要
ヲ
生
ジ
」（
１１
）

た
。
そ
こ
で
、
明
治
三
二
年

二
月
一
〇
日
法
律
一
七
号
に
よ
っ
て
旧
所
得
税
法
は
改
正
さ
れ
、
わ
が
国
に
お
い
て
初
め
て
法
人
所
得
に
対
す
る
課
税
が
行
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
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こ
の
旧
所
得
税
法
上
の
法
人
所
得
税
に
関
す
る
規
定
は
、
昭
和
一
五
年
に
法
人
税
法
（
昭
和
一
五
年
法
律
二
五
号
。
以
下
、「
旧
法

人
税
法
」
と
い
う
。）
と
し
て
独
立
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
旧
法
人
税
法
が
昭
和
四
〇
年
に
廃
止
さ
れ
る
ま
で
の
間
、

「
我
が
国
で
は
一
貫
し
て
、
法
律
上
定
義
の
与
え
ら
れ
て
い
な
い
『
総
益
金
』、『
総
損
金
』
と
い
う
概
念
を
用
い
て
課
税
所
得
の
算
定

方
式
が
定
め
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
は
、
法
人
の
課
税
所
得
が
租
税
法
以
前
に
存
在
す
る
企
業
利
益
を
前
提
と
し
て
定
義
さ
れ
て
き
た

こ
と
」
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、「
同
じ
く
一
貫
し
て
、
法
人
が
企
業
会
計
に
お
い
て
作
成
し
た
計
算
書
類
の
提
出
義
務

（
後
に
は
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
申
告
す
る
義
務
も
）
が
規
定
さ
れ
て
き
た
」
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、「
課
税
所
得
が
企
業
会
計

上
の
計
算
書
類
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
と
い
う
方
式
が
採
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
示
し
」
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
我
が
法
は
、
課

税
所
得
の
算
定
構
造
の
面
と
課
税
所
得
算
定
の
基
礎
と
な
る
計
算
書
類
の
面
の
二
面
か
ら
、
租
税
会
計
が
企
業
会
計
に
基
づ
い
て
行
わ

れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
き
た
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ（
１２
）

る
。

し
か
も
、
こ
こ
に
い
う
「
企
業
会
計
上
の
計
算
書
類
」
と
は
、
少
な
く
と
も
一
般
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
は
、
商
法
上
の
計
算
書
類

で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
け
だ
し
、
税
法
は
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
法
人
の
課
税
所
得
計
算
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、

商
法
は
す
べ
て
の
株
式
会
社
に
つ
い
て
計
算
書
類
を
作
成
す
る
法
律
上
の
義
務
を
課
し
て
お
り
、
課
税
所
得
計
算
が
税
法
以
前
に
存
在

す
る
企
業
利
益
を
前
提
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
以
上
、
税
法
が
商
法
上
の
計
算
書
類
に
基
づ
い
て
課
税
所
得
を
算
定
さ
せ
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
立
法
の
態
度
は
、
昭
和
四
〇
年
に
旧
（
法
人
税
―
筆
者
）
法
を
整
理
再
編
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し

た
現
行
法
人
税
法
（
昭
和
四
〇
年
法
律
三
四
号
）
に
も
基
本
的
に
受
け
継
が
れ
て
い（
１３
）

る
」
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
人
税
法
の
施
行
後
間

も
な
い
昭
和
四
二
年
の
税
制
改
正
（
法
律
二
一
号
）
で
新
設
さ
れ
た
規
定
が
、
現
行
法
人
税
法
二
二
条
四
項
で
あ
る
。
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四
、
法
人
税
法
二
二
条
四
項
の
立
法
趣
旨

法
人
税
法
二
二
条
四
項
は
、
昭
和
四
一
年
一
二
月
の
税
制
調
査
会
に
よ
る
「
税
制
簡
素
化
に
つ
い
て
の
第
一
次
答
申
」（
以
下
、「
第

一
次
答
申
」
と
い（
１４
）

う
。）
を
う
け
て
、
昭
和
四
二
年
度
の
税
制
改
正
（
法
律
二
一
号
）
に
よ
っ
て
新
た
に
創
設
さ
れ
た
規
定
で
あ
っ
て
、

一
般
に
こ
の
規
定
は
、
法
人
の
課
税
所
得
計
算
に
関
す
る
基
本
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

第
一
次
答
申
は
、
当
時
の
税
制
が
複
雑
か
つ
難
解
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
看
過
で
き
な
い
弊
害
が
生
じ
て
い
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、

「
税
法
、
通
達
の
規
制
の
下
に
計
算
さ
れ
る
課
税
所
得
と
商
法
、
企
業
の
会
計
慣
行
等
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
企
業
利
益
と
の
間
に

開
差
を
生
じ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
税
制
及
び
税
務
調
査
上
の
複
雑
さ
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
税
法
の
課
税
所
得
の
計
算
は
、
で
き

る
限
り
商
法
や
企
業
の
会
計
慣
行
等
と
の
間
に
差
異
を
生
じ
な
い
よ
う
」
な
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論
じ
る
。
そ
し

て
、
課
税
所
得
は
、
税
法
以
前
の
概
念
や
原
理
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
絶
え
ず
流
動
す
る
社
会
経
済
事
象
を
反

映
す
る
課
税
所
得
に
つ
い
て
は
、
税
法
独
自
の
規
制
の
加
え
ら
れ
る
べ
き
分
野
が
当
然
存
在
す
る
も
の
の
、
税
法
に
お
い
て
完
結
的
に

こ
れ
を
規
制
す
る
よ
り
も
、
適
切
に
運
用
さ
れ
て
い
る
会
計
慣
行
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
の
方
が
よ
り
適
当
と
思
わ
れ
る
部
分
が
相
当
多
い

か
ら
、「
こ
の
よ
う
な
観
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
税
法
に
お
い
て
課
税
所
得
は
、
納
税
者
た
る
企
業
が
継
続
し
て
適
用
す
る
健
全

な
会
計
慣
行
に
よ
っ
て
計
算
す
る
旨
の
基
本
規
定
を
設
け
る
と
と
も
に
、
税
法
に
お
い
て
は
、
企
業
会
計
に
関
す
る
計
算
原
理
規
定
は

除
外
し
て
、
必
要
最
小
限
度
の
税
法
独
自
の
計
算
原
理
を
規
定
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
（
１５
）

る
。

現
行
法
人
税
法
二
二
条
四
項
は
、
事
実
上
、
こ
の
答
申
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（
１６
）

が
、
第
一
次
答
申
に
お
い
て
は
、
課

税
所
得
が
企
業
利
益
を
基
礎
と
し
て
算
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
課
税
所
得
と
企
業
利
益
と
の
計
算
結
果
に
お
け
る
差
異

は
、
こ
れ
ら
の
計
算
原
理
を
原
則
と
し
て
同
一
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
現
行
法
人
税
法
二
二
条
四
項
の
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
次
答
申
の
意
図
す
る
税
制
の
簡
素
化
が
実
現
さ

れ
た
か
否
か
に
関
し
て
は
、
従
来
の
課
税
所
得
に
関
す
る
諸
規
定
は
そ
の
ま
ま
に
新
し
く
二
二
条
四
項
の
規
定
が
付
加
さ
れ
た
に
す
ぎ

ず
、「
少
な
く
と
も
条
文
の
改
廃
に
関
す
る
限
り
新
二
二
条
四
項
の
規
定
は
な
に
も
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
ば
か
り
か
、「
そ

こ
に
い
う
『
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
の
基
準
』
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も

の
か
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
」
た
め
、「
む
し
ろ
、
あ
い
ま
い
な
不
明
確
な
条
項
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
税
法
が

複
雑
化
し
た
」
と
主
張
さ
れ（
１７
）

る
。
ま
さ
に
正
鵠
を
射
た
指
摘
と
い
っ
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
現
行
法
人
税
法
二
二
条
四
項
の
立
法
趣
旨
は
、
い
か
に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
商
法
上
、
会
社
の
決
算
は
、
絶
え
間
な
く
企
業
に
生
じ
る
会
計
的
事
実
に
対
し
て
当
該
企
業
が
個
別
的
に
行
っ
た
認
識
と

測
定
の
結
果
を
、
一
会
計
年
度
を
対
象
と
し
て
総
括
的
に
表
現
す
べ
く
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
る
会
計
的
事
実
を
処
理
す
る
に

あ
た
っ
て
二
つ
以
上
の
「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
た
」、
す
な
わ
ち
一
般
的
規
範
性
を
有
す
る
会
計
処
理
方
法
あ
る
い
は
会
計

処
理
基
準
が
存
在
し
、
そ
の
た
め
財
務
書
類
の
作
成
義
務
者
た
る
取
締
役
（
委
員
会
等
設
置
会
社
に
お
い
て
は
、
取
締
役
会
が
指
定
し

た
執
行
役
。
以
下
同
じ
。）
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
生
じ
る
。

し
か
し
、
た
と
え
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
の
会
計
処
理
方
法
を
採
用
す
る
か
の
選
択
は
、
全
く
の
任
意
に
な
さ
れ

得
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
「
た
」
二
つ
以
上
の
会
計
処
理
方
法
が
存
在
す

る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
の
公
正
妥
当
性
は
、
企
業
の
個
別
的
事
情
を
何
ら
勘
案
し
な
い
、
会
計
処
理
方
法
自
体
と
し
て
の
理
論
的
公

正
妥
当
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
取
締
役
は
、
特
定
企
業
の
経
営
を
そ
の
株
主
か
ら
委
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
善
管
注
意

義
務
（
商
法
二
五
四
条
三
項
、
民
法
六
四
四
条
）
あ
る
い
は
忠
実
義
務
（
商
法
二
五
四
条
の
三
）
に
基
づ
き
、
自
ら
の
会
計
責
任
を
履

行
す
る
た
め
に
複
数
の
処
理
方
法
の
中
か
ら
当
該
企
業
の
実
態
を
最
も
的
確
に
反
映
す
る
も
の
を
選
択
し
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
会
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計
処
理
方
法
が
存
し
な
い
場
合
に
は
新
た
な
会
計
処
理
方
法
を
採
用
す
る
義
務
を
さ
え
有
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
最
終
的
に
選
択
適
用
さ
れ
る
べ
き
会
計
処
理
方
法
は
、
特
定
の
企
業
に
生
じ
た
特
定
の
会
計
的
事
実
に
関
し
て
、
そ

の
企
業
が
当
該
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
に
つ
き
客
観
的
な
妥
当
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
取
締
役
に
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
方
法
選
択
の
任
意
性
は
、
採
用
さ
れ
る
会
計
処
理
方
法
が
当
該
企
業
の
実
態
を
最
も
適

正
に
反
映
す
る
限
り
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
任
意
性
で
あ
る
に
す
ぎ
な（
１８
）

い
。

そ
も
そ
も
商
法
は
、
商
業
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
規
定
の
解
釈
に
つ
い
て
「
公
正
ナ
ル
会
計
慣
行
ヲ
斟
酌
ス
ベ
シ
」（
三
二
条
二

項
）
と
定
め
、
公
正
な
会
計
慣
行
を
尊
重
し
つ
つ
も
そ
れ
は
斟
酌
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
適
法
性
の
判
断
は
終
局

的
に
は
商
法
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
取
締
役
が
既
存
の
一
般
的
会
計
慣
行
に
基
づ
い
て
あ
る
会
計
処

理
方
法
を
採
用
し
た
と
い
う
事
実
は
、
そ
の
採
用
に
関
す
る
判
断
の
客
観
的
な
妥
当
性
を
一
応
推
定
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
保
証
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な（
１９
）

い
。
い
か
な
る
会
計
処
理
方
法
を
採
用
す
べ
き
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
高
度
な
専
門
知

識
を
有
す
る
と
と
も
に
、
企
業
状
況
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
法
は
、
企
業
経
営
の

専
門
家
た
る
べ
き
取
締
役
を
し
て
そ
の
判
断
を
行
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
取
締
役
は
、
仮
に
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
「
た
」
会
計
処
理
方
法
の
中
に
当
該
企
業
の
実
態

を
的
確
に
反
映
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
既
存
の
会
計
原
則
や
会
計
基
準
に
と
ら
わ
れ
ず
、
当
該
企
業
の
実
情
に
応
じ
た

新
た
な
会
計
処
理
を
積
極
的
に
採
用
す
る
義
務
を
さ
え
負
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。
最
終
的
に
一
般
に
公
正
妥
当
と
認

め
ら
れ
「
る
」
会
計
処
理
が
採
用
さ
れ
て
い
る
か
否
か
が
、
商
法
上
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
、
法
人
税
法
二
二
条
四
項
の
創
設
以
前
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
税
法
上
は
一
般
に
認
め
ら
れ
た
公
正
妥
当
な
会
計
処

理
の
基
準
に
一
種
の
参
考
資
料
的
、
補
充
的
、
第
二
次
的
な
重
要
性
を
認
め
て
き
た
に
す
ぎ
ず
、「
成
文
法
、
制
定
法
の
根
拠
が
存
在
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し
な
い
場
合
に
は
や
む
を
え
ず
、
法
の
空
白
を
う
ず
め
る
た
め
の
参
考
資
料
の
一
つ
と
し
て
会
計
慣
行
に
よ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
際

に
会
計
慣
行
は
一
般
に
認
め
ら
れ
た
公
正
妥
当
な
会
計
処
理
の
基
準
に
従
う
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
と
い
う
の
で
こ
れ
に
よ
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
て
い
た
」
の
で
あ（
２０
）

る
。

以
上
の
と
お
り
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
法
人
税
法
二
二
条
四
項
は
、
企
業
の
決
算
が
当
該
企
業
の
個
別
的
事
情
を
加
味
し
た
上
で
の
客

観
的
な
公
正
妥
当
性
を
有
す
る
会
計
処
理
方
法
、
す
な
わ
ち
公
正
処
理
基
準
に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
税
法
固
有
の

要
請
に
基
づ
く
も
の
（
す
な
わ
ち
税
法
上
「
別
段
の
定
め
」
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
）
を
除
い
て
、
当
該
企
業
の
会
計
処
理
に
基
づ
い

て
法
人
税
の
課
税
所
得
計
算
が
な
さ
れ
る
べ
き
旨
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ（
２１
）

る
。
法
人
税
法
二
二
条
四
項
は
、
会
計
原
則
や
会
計
慣
行

と
い
っ
た
一
般
命
題
化
さ
れ
た
も
の
を
個
別
的
場
合
に
適
用
す
る
こ
と
を
も
包
含
す
る
と
い
う
意
味
で
、
当
該
規
定
創
設
以
前
の
考
え

方
の
確
認
的
、
追
認
的
規
定
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
場
合
毎
の
事
情
に
応
じ
て
、
そ
こ
に
示
さ
れ
る
事
実
の
組
み
合
わ
せ
に
つ
い

て
判
断
し
、
解
決
す
る
と
い
う
ケ
ー
ス
・
ロ
ー
の
考
え
方
が
導
入
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
創
設
的
な
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ（
２２
）

る
。

五
、
確
定
決
算
主
義
と
逆
基
準
性

確
定
決
算
主
義
と
は
、
法
人
の
「
確
定
決
算
の
内
容
を
課
税
所
得
計
算
に
関
連
さ
せ
る
方（
２３
）

式
」
で
あ
っ
て
、「
商
法
上
で
適
法
に
確

定
し
た
決
算
は
、
そ
れ
が
事
実
に
反
す
る
か
、
税
法
の
強
行
規
定
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
、
課
税
所
得
計
算
を
拘
束
す（
２４
）

る
」
と
い
う
こ
と

を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
法
人
税
に
お
け
る
「
確
定
決
算
主
義
」
は
本
来
、
法
人
税
の
課
税
所
得
計
算
上
に
お
け
る
「
企
業
会
計

準
拠
主（
２５
）

義
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
会
計
制
度
の
国
際
的
な
会
計
基
準
と
の
調
和
化
と
の
関
連
で
批
判
的
に
そ
の
用
語
が

用
い
ら
れ
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
理
解
と
は
異
な
っ
た
、
い
わ
ば
正
反
対
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
論
じ
ら
れ
る
。
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す
な
わ
ち
企
業
会
計
は
、
企
業
の
利
害
関
係
者
に
対
し
「
企
業
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
に
関
し
て
、
真
実
な
報
告
を
提
供
す

（
２６
）

る
」
こ
と
を
目
的
と
し
、
株
式
会
社
に
お
い
て
そ
の
報
告
は
財
務
諸
表
あ
る
い
は
計
算
書
類
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
財
務
書
類
の
作
成
に
際
し
て
企
業
会
計
が
、
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
企
業
経
営
の
継
続
性(goin

g
con

cern
,con

tin
u

ité
de

l’exploitation
)

の
仮
定
の
下
で
、
人
為
的
に
区
分
さ
れ
た
会
計
期
間
に
お
け
る
計
算
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
の
必
然
的
帰
結
と
し

（
２７
）

て
、
企
業
が
採
用
す
べ
き
会
計
処
理
に
関
し
て
は
、
財
務
書
類
作
成
義
務
者
に
多
く
の
選
択
の
余
地
を
残
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

結
果
、
財
務
書
類
の
作
成
時
に
は
、
当
該
財
務
書
類
作
成
義
務
者
た
る
取
締
役
の
主
観
的
判
断
が
介
入
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
代
企
業
会
計
の
根
幹
は
、
そ
の
よ
う
な
主
観
的
判
断
の
排
除
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
当
該
企
業
の
実
態
を
最
も
よ

く
知
り
う
べ
き
取
締
役
に
、
法
令
遵
守
の
義
務
及
び
そ
の
不
履
行
の
場
合
に
お
け
る
罰
則
と
を
課
し
つ
つ
、
し
か
も
株
主
等
の
利
害
関

係
者
の
環
視
の
下
で
、
当
該
取
締
役
の
主
観
に
基
づ
い
て
そ
の
判
断
を
行
わ
せ
る
こ
と
に
こ
そ
あ
る
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。

一
方
に
お
い
て
租
税
は
、「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
が
、
収
入
を
得
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
、
法
令
に
基
づ
く
一
方
的
義
務
と
し
て

課
す
、
無
償
の
金
銭
的
給
付
で
あ（
２８
）

る
」
結
果
、
税
法
に
は
簡
明
性
が
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、
高
度
の
公
平
性
・
画
一
性
が
要
求
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
課
税
所
得
計
算
に
あ
た
っ
て
取
締
役
に
よ
る
主
観
的
判
断
は
、
必
ず
し
も
そ
の
結
果
に
お
い
て
税
法
上
の
み
な
ら
ず
、

商
法
上
も
妥
当
性
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
以
上
、
あ
る
程
度
排
除
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
近
代

に
お
け
る
租
税
制
度
は
、
多
様
な
政
策
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
一
つ
の
有
効
な
手
段
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
税

法
上
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
企
業
会
計
と
は
異
な
っ
た
取
扱
い
を
行
う
必
要
が
あ
る
場
合
が
存
す
る
。

そ
こ
で
法
人
税
法
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
企
業
会
計
に
お
け
る
会
計
処
理
基
準
に
従
っ
て
「
当
該
事
業
年
度
の
益
金
の

額
」、「
当
該
事
業
年
度
の
損
金
の
額
」
に
算
入
す
べ
き
金
額
を
計
算
す
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
課
税
所
得
計
算
の
簡
便
化
を
図
り
な

が
ら
、
税
法
固
有
の
必
要
性
に
応
じ
て
多
く
の
「
別
段
の
定
め
」
を
規
定
し
、
あ
る
い
は
租
税
特
別
措
置
法
に
お
い
て
法
人
税
法
に
対
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す
る
特
例
規
定
を
設
け
、
税
法
の
目
的
に
適
合
し
た
課
税
所
得
を
企
業
に
計
算
さ
せ
る
た
め
に
、
企
業
会
計
に
お
け
る
計
算
を
必
要
に

応
じ
て
明
確
化
し
、
あ
る
い
は
修
正
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
企
業
会
計
に
お
け
る
計
算
結
果
（
す
な
わ
ち
会
計
上
の
当
期
純
損
益
）
を
起
点
と
し
て
法
人
に
課
税
所
得
計
算
を
行
わ
せ

る
と
い
う
わ
が
国
法
人
税
の
計
算
構
造
上
、
企
業
会
計
の
計
算
を
明
確
化
あ
る
い
は
修
正
す
る
規
定
が
、
法
人
税
法
上
の
規
定
に
お
け

る
中
心
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
う
ち
企
業
会
計
と
の
関
連
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
、
法
人
の
確
定
し
た

決
算
に
お
け
る
経
理
処
理
に
関
わ
ら
せ
て
課
税
所
得
計
算
を
行
わ
せ
る
規
定
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
例
と
し
て
、
法
人
の
有
す
る
減
価
償
却
資
産
（
法
人
税
法
二
条
二
四
号
）
の
償
却
費
（
い
わ
ゆ
る
減
価
償
却
費
）
に

関
し
て
法
人
税
法
等
は
、
当
該
減
価
償
却
費
の
決
定
要
素
た
る
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
、
耐
用
年
数
、
残
存
価
額
及
び
償
却
方
法

の
決
定
に
つ
い
て
詳
細
な
規
定
を
設
け
、
法
人
に
対
し
て
一
定
の
選
択
権
を
与
え
つ
つ
も
、
そ
の
選
択
し
た
と
こ
ろ
に
よ
り
各
事
業
年

度
に
お
け
る
償
却
可
能
限
度
額
を
画
一
的
に
算
定
さ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
当
該
償
却
可
能
限
度
額
の
う
ち
当
該
事
業
年
度
の
損
金
の

額
に
算
入
さ
れ
る
金
額
は
、
法
人
が
確
定
し
た
決
算
に
お
い
て
費
用
又
は
損
失
と
し
て
経
理
（
こ
の
こ
と
を
「
損
金
経
理
」
と
い
う
。

法
人
税
法
二
条
二
六
号
）
し
た
金
額
を
限
度
と
す
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
法
人
税
法
三
一
条
一
項
、
二
条
二
六
号
）。
し
た
が

っ
て
、
会
計
上
の
減
価
償
却
費
と
さ
れ
る
金
額
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
減
価
償
却
費
の
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
損
金
経
理
し
な
い
場
合
、

当
該
損
金
経
理
さ
れ
な
か
っ
た
減
価
償
却
費
の
金
額
は
課
税
所
得
計
算
上
、
損
金
の
額
に
算
入
さ
れ
な
い
。
損
金
経
理
さ
れ
な
か
っ
た

減
価
償
却
費
の
金
額
に
つ
き
、
い
わ
ゆ
る
申
告
調
（
２９
）

整
に
よ
っ
て
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
法
人

税
法
上
は
減
価
償
却
を
行
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
法
人
の
任
意
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ（
３０
）

る
。

こ
の
よ
う
な
一
定
の
費
用
又
は
損
失
に
つ
き
損
金
経
理
を
要
件
と
し
て
損
金
算
入
を
認
め
、
あ
る
い
は
損
金
経
理
し
な
い
場
合
に
は

損
金
算
入
を
否
定
す
る
規
定
や
、
法
人
の
確
定
し
た
決
算
に
お
け
る
一
定
の
経
理
処
理
、
す
な
わ
ち
法
人
の
確
定
決
算
に
お
け
る
意
思
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表
示
に
関
わ
ら
せ
て
特
定
の
事
実
の
損
金
性
を
承
認
し
、
あ
る
い
は
否
定
す
る
多
く
の
規
定
が
、
法
人
税
法
等
に
存
在
す
る
。
こ
れ
ら

の
規
定
は
、
税
法
が
強
行
法
規
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
会
計
処
理
の
如
何
に
よ
っ
て
は
企
業
の
租
税
負
担
が
著
し
く
増
減
す
る
こ
と

と
な
る
結
果
、
実
務
上
、
企
業
会
計
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
会
計
の
税
法
に
対
す
る
基
準
性
」
を
意

味
す
る
は
ず
の
確
定
決
算
主
義
が
、「
税
法
の
会
計
に
対
す
る
基
準
性
」（
い
わ
ゆ
る
「
逆
基
準
性
」）
を
示
す
に
至
っ
て
お
り
、
し
た

が
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
企
業
会
計
の
健
全
な
発
展
を
阻
害
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
わ
が
国
企
業
会
計
が
国
際
的
な
会
計
基
準
と
の
調
和

化
を
図
っ
て
い
く
上
で
重
大
な
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ま
で
確
定
決
算
基
準
の
弊
害
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
逆
基
準
性
は
、
第
一
に
、「
法
人
税
法
が
課
税
所
得
の
計
算
に

あ
た
っ
て
、
諸
償
却
費
や
各
種
引
当
金
へ
の
繰
入
に
つ
い
て
画
一
的
な
損
金
算
入
限
度
額
を
設
け
て
い
る
た
め
に
、
企
業
会
計
上
で
も

こ
の
税
務
上
の
上
限
額
が
事
実
上
の
費
用
計
上
基
準
に
な
り
、
企
業
ご
と
の
実
態
に
見
合
っ
た
費
用
が
計
上
さ
れ
に
く
く
な
る
こ
と
」、

第
二
に
、「
会
計
基
準
を
新
設
し
た
り
変
更
し
た
り
す
る
と
き
に
、
企
業
が
税
務
上
の
不
利
益
を
理
由
に
し
ば
し
ば
そ
れ
に
反
対
す
る

た
め
に
作
業
が
難
航
す
る
こ
と
」、
そ
し
て
第
三
に
、「
法
人
税
法
が
損
金
算
入
の
前
提
条
件
と
し
て
、
費
用
性
を
認
め
難
い
項
目
に
つ

い
て
ま
で
企
業
会
計
上
で
損
金
経
理
を
要
求
す
る
こ
と
」
を
含
意
し
て
、
多
義
的
に
論
じ
ら
れ
て
き
（
３１
）

た
。

し
か
し
、
第
一
の
意
味
で
の
逆
基
準
性
に
つ
い
て
は
、
仮
に
法
人
税
法
に
お
け
る
課
税
所
得
計
算
の
目
的
が
企
業
会
計
の
目
的
と
は

異
な
り
、
し
た
が
っ
て
必
然
的
に
諸
償
却
費
や
各
種
引
当
金
に
つ
い
て
法
人
税
法
上
の
損
金
算
入
限
度
額
と
は
異
な
る
「
会
社
の
実
態

に
応
じ
た
会
計
上
の
あ
る
べ
き
費
用
計
上
額
」
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
財
務
書
類
の
作
成
義
務
者
た
る
取
締
役
は
、
そ
の
義
務
の
履

行
の
た
め
に
、
法
人
税
法
上
の
損
金
算
入
限
度
額
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
会
計
上
の
あ
る
べ
き
費
用
を
会
社
の
決
算
に
お
い
て

計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
確
定
決
算
主
義
に
対
す
る
批
判
と
は
な
り
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
会
社
が
法
人

税
法
上
の
損
金
算
入
限
度
額
の
存
在
を
奇
貨
と
し
て
、
会
社
の
実
態
と
異
な
る
費
用
が
計
上
さ
れ
た
財
務
書
類
を
作
成
す
る
こ
と
は
、
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商
法
上
断
じ
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ（
３２
）

る
。

も
と
よ
り
、
法
人
税
法
上
の
損
金
算
入
限
度
額
は
、
課
税
所
得
計
算
上
、
減
価
償
却
費
等
の
一
定
の
損
金
に
つ
い
て
益
金
か
ら
控
除

し
う
る
金
額
の
上
限
を
定
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
該
限
度
額
と
異
な
る
金
額
の
費
用
あ
る
い
は
損
失
の
計
上
を
企
業

が
会
計
上
行
う
か
否
か
は
、
当
該
企
業
の
意
思
の
問
題
で
あ
る
。
た
と
え
損
金
算
入
限
度
額
と
同
額
の
費
用
計
上
を
行
う
実
務
が
、
わ

が
国
企
業
に
お
い
て
半
ば
慣
行
化
し
て
い
る
と
し
て
も
、「
税
法
が
そ
れ
を
奨
励
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
各
企
業
が
実
態
に
見

合
っ
た
償
却
や
引
当
て
を
す
る
の
を
税
法
が
妨
げ
て
い
る
わ
け
で
も
な（
３３
）

い
」
の
で
あ
る
。
法
人
税
法
上
の
損
金
算
入
限
度
額
と
同
額
の

費
用
計
上
を
会
計
上
行
う
と
い
う
慣
行
が
わ
が
国
企
業
に
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
、
多
く
の
企
業
が
「
便
宜
的
に
」
法
人
税
法
等
の

規
定
に
基
づ
く
費
用
計
上
を
そ
の
決
算
上
行
っ
て
き
た
と
い
う
実
態
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

次
に
、
新
た
な
会
計
基
準
の
設
定
や
改
正
に
よ
っ
て
企
業
に
生
じ
る
税
務
上
の
不
利
益
か
ら
そ
の
作
業
が
難
航
す
る
と
い
う
、
第
二

の
意
味
で
の
逆
基
準
性
に
つ
い
て
も
、
企
業
が
可
能
な
限
り
の
節
税
を
図
ろ
う
と
し
、
自
ら
に
不
利
な
影
響
を
及
ぼ
す
会
計
基
準
の
設

定
や
改
正
に
反
意
を
示
す
の
は
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
な
お
、
新
た
な
基
準
を
設
定
し
、

あ
る
い
は
既
存
の
基
準
を
改
正
す
る
必
要
性
を
企
業
に
対
し
て
説
得
的
に
論
じ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
会
計
理
論
の
使
命
な
の
で
あ
る
。

企
業
側
か
ら
の
反
対
の
論
拠
の
一
つ
と
し
て
確
定
決
算
主
義
の
存
在
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
廃
止
を
求
め
る
こ
と
は
、

本
末
転
倒
か
つ
も
っ
と
も
安
易
な
解
決
策
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
会
計
理
論
に
説
得
力
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う

ほ
か
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
会
計
デ
ー
タ
が
様
々
な
経
済
主
体
間
の
利
害
調
整
の
用
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
状
況
の
下
で
は
、
会

計
デ
ー
タ
を
生
み
出
す
ル
ー
ル
の
変
更
が
あ
ら
ゆ
る
経
済
主
体
間
の
利
害
に
対
し
て
中
立
的
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
確
定
決
算
基
準

と
い
う
形
式
の
会
計
デ
ー
タ
の
使
わ
れ
方
を
個
別
に
取
り
出
し
て
、
利
害
得
失
の
観
点
か
ら
そ
の
是
非
を
論
じ
て
み
て
も
出
口
の
な
い

議
論
に
な
っ
て
し
ま
（
３４
）

う
」
の
で
あ
る
。
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問
題
は
、
第
三
の
意
味
に
お
け
る
逆
基
準
性
で
あ
る
が
、
こ
の
「
意
味
で
の
逆
基
準
性
は
、
法
人
税
制
が
諸
準
備
金
に
つ
い
て
利
益

処
分
方
式
に
よ
っ
た
場
合
も
損
金
算
入
を
容
認
し
た
こ
と
で
、
事
実
上
解
消
し
て
い（
３５
）

る
」
と
も
主
張
さ
れ
る
。
確
か
に
、
当
期
純
損
益

に
与
え
る
影
響
及
び
損
益
計
算
書
上
の
表
示
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
意
味
で
の
逆
基
準
性
は
既
に
解
消
し
て
い
る
と
、
一
応
は
い
い
得

る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
法
人
税
法
等
に
規
定
す
る
諸
準
備
金
あ
る
い
は
諸
積
立
金
（
以
下
、「
諸
準
備
金
等
」
と
い
う
。）
の
積
み
立
て
及
び
取
り

崩
し
に
つ
き
、
利
益
処
分
方
式
が
税
法
上
容
認
さ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
も
、
会
社
は
、
課
税
上
の
恩
典
を
受
け
る
た
め
に
は
、
そ

の
目
的
に
応
じ
て
法
人
税
法
等
が
規
定
す
る
諸
準
備
金
等
を
そ
の
確
定
し
た
決
算
に
お
い
て
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
税
法
は
依
然
と
し
て
、
計
算
書
類
上
へ
の
会
社
の
意
思
表
示
を
求
め
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
会
社
が
諸
準
備

金
等
に
つ
い
て
利
益
処
分
方
式
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
当
該
会
社
の
利
益
処
分
（
あ
る
い
は
損
失
処
理
）
計
算
書
や
貸

借
対
照
表
上
の
表
示
に
与
え
る
影
響
ま
で
も
が
逆
基
準
性
の
内
容
に
含
ま
れ
る
と
広
義
に
解
す
る
な
ら
ば
、
第
三
の
意
味
に
お
け
る
逆

基
準
性
が
既
に
解
消
し
て
い
る
と
い
え
る
か
ど
う
か
は
、
会
計
基
準
の
国
際
的
調
和
化
の
目
的
、
別
言
す
れ
ば
、
今
日
に
お
け
る
財
務

書
類
の
作
成
目
的
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

六
、
確
定
決
算
主
義
と
「
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
」

で
は
、
今
日
に
お
け
る
財
務
書
類
の
作
成
目
的
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。

こ
の
点
に
関
し
、
Ｅ
Ｕ
域
内
会
社
の
財
務
書
類
を
規
制
す
る
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
四
指（
３６
）

令
は
、「
年
次
計
算
書
類
は
、
会
社
の
財
産
状
態
、

財
務
状
況
並
び
に
業
績
に
つ
き
、
真
実
か
つ
公
正
な
概
観(tru

e
an

d
fair

view
,im

age
fidéle)

を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
二

条
三
項
）
と
規
定
し
、
ま
た
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
七
指（
３７
）

令
も
「
連
結
計
算
書
類
は
、
一
体
と
し
て
連
結
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
企
業
の
資
産
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お
よ
び
負
債
、
財
務
状
況
な
ら
び
に
損
益
に
つ
い
て
、
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
一
六
条
三
項
）
と
し
、

い
ず
れ
も
財
務
書
類
は
企
業
状
況
の
「
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
」
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
を
定
め
て
い（
３８
）

る
。

こ
れ
に
対
し
、
国
際
会
計
基
準
設
定
の
た
め
の
「
理
論
的
拠
り（
３９
）

所
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
『
財
務
諸
表
の
作
成
及
び
表
示
に
関
す
る
枠

組
み
』（
以
下
、「
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
と
い（
４０
）

う
。）
は
、「
財
務
諸
表
は
し
ば
し
ば
、
企
業
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
及
び
財
政
状

態
の
変
動
に
関
し
て
、
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
を
示
す
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
適
正
に
表
示
す
る
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
の
枠
組
み
（
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
意
味
す
る
。
筆
者
）
は
、
か
か
る
概
念
を
直
接
取
り
扱
う
も
の
で
は
な
い
が
、
主
要

な
質
的
特
徴
を
適
用
し
、
ま
た
適
切
な
会
計
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
通
常
、
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
又
は
適
正
な
表
示
が

な
さ
れ
て
い
る
と
一
般
に
理
解
さ
れ
る
情
報
を
伝
え
る
財
務
諸
表
と
な（
４１
）

る
」
と
し
、
慎
重
な
表
現
な
が
ら
、
今
日
に
お
け
る
財
務
書
類

の
作
成
目
的
が
企
業
の
状
況
に
関
す
る
「
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
」
の
表
示
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

以
上
の
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
及
び
概
念
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
規
定
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
会
計
基
準
の
国
際
的
調
和
化
の
意
義

が
国
際
的
な
会
計
基
準
と
の
調
和
化
に
あ
る
限
り
、
わ
が
国
企
業
の
財
務
書
類
は
「
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
」
を
示
す
べ
く
作
成
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
確
定
決
算
主
義
が
わ
が
国
企
業
会
計
の
国
際
的
調
和

化
を
阻
害
し
て
い
る
と
の
批
判
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
確
定
決
算
主
義
の
存
在
に
よ
っ
て
「
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
」
の
表
示
が
不
可

能
な
い
し
は
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
の
主
張
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
点
、
経
済
協
力
開
発
機
構(O

rgan
isation

for
E

con
om

ic
C

o-operation
an

d
D

evelopm
en

t
:

O
E

C
D

)

の
『
課
税
と
財

務
報
告
の
関
係
―
所
得
税
の
会
計
』
と
題
す
る
報
告
書
（
以
下
、「
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
」
と
い（
４２
）

う
。）
で
は
、「
企
業
に
よ
る
財
務
報
告

に
お
い
て
増
大
す
る
国
際
的
比
較
可
能
性
を
探
求
す
る
上
で
、
財
務
諸
表
は
、
企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
及
び
そ
の
財
政
的
ポ
ジ
シ
ョ

ン
に
関
す
る
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
財
務
諸
表
は
ま
た
、
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そ
の
読
者
が
企
業
間
及
び
時
系
列
の
比
較
を
行
う
こ
と
を
支
援
し
な
け
れ
ば
な
ら
な（
４３
）

い
」
と
論
じ
る
。
そ
の
一
方
で
、「
財
務
諸
表
が

企
業
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
及
び
財
政
的
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
を
示
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
税
務
上
の

配
慮(tax

con
sideration

s)

に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
、
脱
税
の
防
止
あ

る
い
は
投
資
に
対
す
る
誘
因
の
付
与
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
一
般
的
な
会
計
原
則
か
ら
の
重
大
な
離
脱
が
現
存

す（
４４
）

る
」
と
し
、「
財
務
報
告
に
お
け
る
税
務
上
の
配
慮
の
発
生
が
、
多
く
の
加
盟
国
に
お
い
て
適
用
さ
れ
て
い
る
会
計
実
務
の
よ
り
高

次
元
の
比
較
可
能
性
及
び
調
和
化
を
達
成
す
る
こ
と
に
対
す
る
主
た
る
制
度
的
障
害
で
あ
る
と
確
認
し（
４５
）

た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
で
は
、
上
記
の
結
論
に
至
る
過
程
で
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
加
盟
諸
国
に
お
い
て
現
に
採
用
さ
れ
て
い
る
会
計
規
則
と
租
税
規
則

と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
手
法
に
は
、
第
一
に
「
実
際
上
、
会
計
実
務
が
税
法
上
の
規
則
に
よ
っ
て
著
し
く
影
響
さ
れ
て

い
る
」
も
の
、
第
二
に
「
財
務
諸
表
が
税
法
上
の
規
則
か
ら
独
立
し
た
会
計
原
則
及
び
方
法
に
従
っ
て
作
成
さ
れ
る
」
も
の
、
第
三
に

「
財
務
諸
表
の
作
成
方
法
が
、
特
別
な
租
税
目
的
に
応
ず
る
た
め
の
僅
か
な
例
外
を
有
し
つ
つ
も
、
会
計
原
則
及
び
基
準
に
基
づ
く
」

も
の
と
が
あ
り
、
多
く
の
加
盟
諸
国
で
観
察
さ
れ
る
実
務
は
、
第
一
の
手
法
か
ら
離
脱
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
上
、
い
く
つ
か
の
国

は
、
第
二
の
手
法
で
あ
る
分
離
報
告
シ
ス
テ
ム(th

e
system

ofseparate
reportin

g)

を
選
択
し
、
あ
る
い
は
選
択
す
る
こ
と
を
計

画
し
て
い
る
と
分
析
し（
４６
）

た
。
そ
し
て
、
こ
の
結
果
を
も
と
に
報
告
書
は
、「
企
業
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
情
報
の
国
際
的
な
比
較
可
能

性
を
増
大
す
る
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
に
よ
っ
て
、
財
務
諸
表
は
企
業
の
経
済
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
そ
の
資
産
及
び
負
債
の
真
実
か

つ
公
正
な
概
観
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
実
際
上
も
優
先
的
な
原
則
で
あ

る
。
原
則
と
し
て
、
課
税
も
ま
た
企
業
の
経
済
的
成
果
を
基
準
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
税
法
上
の
規
則
は
、
広
範
囲
に
お
い
て
、
租
税
目
的

の
た
め
の
詳
細
な
基
準
を
設
定
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
一
般
的
な
会
計
原
則
に
依
拠
す
る
傾
向
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
す
べ
て
の

国
に
お
い
て
、
多
少
な
り
と
も
一
般
的
な
会
計
原
則
か
ら
の
重
要
な
離
脱
が
、
脱
税
の
阻
止
あ
る
い
は
経
済
的
か
つ
社
会
的
政
策
の
手

わが国会計基準の国際的調和化と法人所得課税

（阪大法学）５５（２―１４５）４１１〔２００５．８〕



段
と
し
て
の
課
税
の
利
用
と
い
っ
た
、
特
別
な
租
税
目
的
を
反
映
す
る
た
め
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
相
違
は
与
件
と
し
て
認
識
さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
い
か
な
る
国
家
的
制
度
の
下
で
も
一
般
的
な
会
計
原
則
へ
の
租
税
原
則
の
完
全
な
同
一
化
を
期

待
す
る
こ
と
は
非
現
実
的
で
あ
ろ（
４７
）

う
」
と
し
て
、
財
務
書
類
の
国
際
的
比
較
可
能
性
を
増
大
す
る
上
で
の
重
大
な
障
害
を
減
じ
る
た
め

の
可
能
な
二
つ
の
解
決
策
を
検
討
し
て
い
る
。

そ
の
第
一
は
、「
税
務
報
告
と
財
務
報
告
と
の
間
の
一
致
、
税
務
上
の
配
慮
の
影
響
の
計
算
書
類
へ
の
注
記
に
よ
る
開
示
」
で
あ
る

が
、
税
務
報
告
と
財
務
報
告
に
関
す
る
一
致
要
求(con

form
ity

requ
irem

en
ts)

は
、
特
殊
な
税
務
上
の
配
慮
が
財
務
計
算
書
類
に

お
け
る
歪
み
を
招
来
す
る
限
り
に
お
い
て
、
顕
著
な
不
利
益
を
有
し
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
こ
の
手
法
は
、
必
ず
し
も

一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
原
則
と
対
応
し
な
い
極
め
て
税
務
志
向
的
な
会
計
へ
と
導
き
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
歪
み
は
、
財
務
報

告
に
お
い
て
要
と
な
る
数
額
で
あ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
当
該
年
度
の
取
引
の
成
果
に
関
す
る
、
会
社
間
の
い
か
な
る
真
の
比

較
を
も
妨
げ
る
と
論（
４８
）

じ
、
そ
の
採
用
に
は
否
定
的
な
見
解
を
示
す
。

い
ま
一
つ
の
解
決
策
は
、「
税
務
報
告
と
財
務
報
告
と
の
分
離
」
を
図
る
も
の
で
あ
り
、
結
論
に
お
い
て
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
、「
税

務
報
告
と
財
務
報
告
と
の
間
の
明
確
な
分
離
は
、
一
方
で
税
務
当
局
か
ら
の
制
約
を
、
他
方
に
お
い
て
財
務
諸
表
の
作
成
者
及
び
利
用

者
に
関
す
る
制
約
を
、
と
も
に
除
去
す
る
。
そ
の
上
、
税
法
上
の
あ
ら
ゆ
る
変
革
は
、
財
務
諸
表
上
の
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
行

わ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
か
つ
、
会
計
基
準
は
課
税
上
の
影
響
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
変
革
の
た
め
に
規
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
財
務
報
告
上
の
租
税
の
制
約
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
盟
国
は
そ
の
会
計
基
準
を
調
和
す
る
た
め
の
可
能
性
を
増
大
す
る

で
あ
ろ
う
」
と
し（
４９
）

て
、
税
務
目
的
の
報
告
と
財
務
目
的
の
報
告
と
を
分
離
す
る
方
向
性
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
税
法
の
採
用
す
る
確
定
決
算
主
義
は
、
原
則
と
し
て
税
務
報
告
と
財
務
報
告
と
の
一
致
を
企
図
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
に
お
い
て
は
そ
の
方
向
性
は
支
持
さ
れ
得
な
い
こ
と
と
な
ろ
う
。
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し
か
し
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
一
方
で
、
会
計
規
則
と
租
税
規
則
と
の
関
係
に
関
す
る
問
題
を
解
決
す
る
手
法
を
三
分
類
し
た
こ
と

に
関
連
し
、
税
務
報
告
と
財
務
報
告
と
を
明
確
に
分
離
す
る
制
度
が
最
も
先
進
的
に
受
容
さ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
さ
え
税
務

上
の
配
慮
が
会
計
に
影
響
を
与
え
て
い
る
事
実
を
指
摘
し
て
い（
５０
）

る
。
ま
た
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
「
税
務
報
告
書
は
、
企
業
の
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
の
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
を
提
供
す
る
よ
う
に
企
図
さ
れ
た
会
計
原
則
に
従
う
傾
向
に
あ
る
結
果
、
財
務
諸
表
と
租
税
目
的

の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
報
告
書
と
の
間
の
分
離
の
原
則
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
務
上
ほ
と
ん
ど
相
違
は
存
在
し
な
い
」
一
方
で
、「
税

法
上
の
規
則
が
会
計
原
則
と
緊
密
な
関
係
に
あ
る
国
々
に
お
い
て
、
税
務
上
の
配
慮
は
、
い
ま
だ
実
務
上
、
企
業
の
計
算
書
類
に
著
し

い
影
響
を
有
す
る
こ
と
が
あ
る
」
と
し
、「
そ
れ
ゆ
え
、
企
業
の
財
務
諸
表
に
お
け
る
実
際
的
な
課
税
の
影
響
の
範
囲
を
評
価
す
る
た

め
に
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
単
な
る
法
的
要
請
の
形
式
的
な
比
較
で
は
な
く
、
会
計
実
務
及
び
計
算
書
類
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
経
済

的
か
つ
財
政
的
な
情
報
の
評
価
な
の
で
あ
る
」
と
強
調
し
て
い（
５１
）

る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

要
す
る
に
、
税
務
上
の
配
慮
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
す
べ
て
の
国
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
財
務
書
類
に
与
え
る

影
響
の
範
囲
を
評
価
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
国
家
が
如
何
な
る
制
度
を
採
用
し
て
い
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
財
務
書
類
に
お
い
て

現
実
に
提
供
さ
れ
て
い
る
情
報
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
各
国
の
会
計
基
準
の
調
和
化
を

図
る
上
で
最
重
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
企
業
の
財
務
書
類
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
情
報
の
同
質
性
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

ま
た
、
欧
州
連
合
内
の
企
業
の
場
合
、
国
家
規
制
あ
る
い
は
会
計
実
務
が
上
記
の
い
ず
れ
の
手
法
を
採
用
し
て
い
よ
う
と
、
Ｅ
Ｃ
会

社
法
第
四
及
び
第
七
指
令
に
従
い
、
当
該
企
業
の
状
況
に
関
す
る
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
を
示
す
べ
く
そ
の
計
算
書
類
を
作
成
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
指
令
は
、「
財
務
報
告
と
課
税
報
告
の
分
離
を
支
持
す
る
立
場
も
、
あ
る
い
は
反
対
す
る
立
場

も
採
っ
て
い
な（
５２
）

い
」。
加
え
て
、
こ
れ
ら
Ｅ
Ｃ
会
社
法
指
令
で
は
、
税
務
上
の
配
慮
が
財
務
報
告
書
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
注
記
に

お
け
る
開
示
を
要
求
し
て
い
る
ば
か
り
で
な（
５３
）

く
、「
統
一
的
な
税
務
報
告
及
び
財
務
報
告
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
さ
え
、
比
較
可
能
性
は
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計
算
書
類
に
お
け
る
税
務
上
の
配
慮
の
影
響
の
注
記
に
よ
る
開
示
に
よ
っ
て
増
大
さ
せ
得
る
、
と
認
識
さ
れ
て
い（
５４
）

る
」
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
い
わ
ゆ
る
ル
デ
ィ
ン
グ
委
員
会
報
告
書
は
、
財
務
書
類
は
共
同
体
内
に
お
い
て
未
だ
十
分
に
調
和
化
し
て
お
ら
ず
、
そ

し
て
多
く
の
場
合
、
税
務
以
外
の
目
的
に
資
す
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
な
が
ら
も
、
財
務
報
告
目
的
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
商
事
計

算
書
類(com

m
ercial

accou
n

ts)

は
、
す
べ
て
の
加
盟
国
に
お
け
る
課
税
可
能
所
得
の
算
定
の
た
め
の
起
点
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と

論（
５５
）

じ
、
課
税
標
準
の
算
定
に
際
し
て
の
商
事
計
算
書
類
の
基
準
性
が
主
張
さ
れ
た
。

思
う
に
、
財
務
書
類
に
お
け
る
企
業
状
況
の
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
の
表
示
は
、
財
務
報
告
と
税
務
報
告
と
の
分
離
に
よ
る
以
外
に

図
り
得
な
い
も
の
で
は
な
く
、
注
記
等
に
よ
る
補
足
的
情
報
の
提
供
に
よ
っ
て
も
達
成
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
理
解
で
は
、
Ｅ

Ｃ
会
社
法
指
令
が
、（
連
結
）
貸
借
対
照
表
及
び
（
連
結
）
損
益
計
算
書
に
加
え
、
当
該
補
足
的
情
報
を
提
供
す
べ
き
附
属
明
細
書
の

作
成
を
企
業
に
義
務
づ
け
、
か
つ
、
こ
れ
ら
書
類
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
年
次
計
算
書
類
あ
る
い
は
連
結
計
算
書
類
は
「
一
体
を
構
成

す
る
」（
第
四
指
令
二
条
一
項
、
第
七
指
令
一
六
条
一
項
）
と
規
定
す
る
の
は
、
附
属
明
細
書
に
お
け
る
情
報
提
供
を
含
め
た
計
算
書

類
全
体
に
よ
っ
て
、
企
業
状
況
に
関
す
る
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
の
表
示
が
達
成
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
確
定
決
算
主
義
を
採
用
し
て
い
る
が
故
に
、
財
務
書
類
が
企
業
状
況
の
真
実
か
つ
公
正
な

概
観
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
は
、
到
底
い
い
得
な
い
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

少
な
く
と
も
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
に
お
け
る
議
論
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
税
務
報
告
及
び
財
務
報
告
に
関
す
る
一
致
要
求
が
「
当
該

年
度
の
取
引
の
成
果
」、
す
な
わ
ち
当
期
純
損
益
に
関
す
る
会
社
間
の
真
の
比
較
を
妨
げ
る
と
の
み
指
摘
し
、
そ
れ
が
貸
借
対
照
表
あ

る
い
は
利
益
処
分
（
損
失
処
理
）
計
算
書
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
も
、
仮
に
確
定
決
算
主

義
に
逆
基
準
性
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
財
務
書
類
に
お
け
る
企
業
状
況
に
関
す
る
「
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
」
の
表
示

を
阻
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
（
５６
）

う
。
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七
、
お
わ
り
に

国
際
会
計
基
準
等
の
「
国
際
的
な
会
計
基
準
」
を
基
軸
と
し
て
各
国
会
計
基
準
の
調
和
化
が
達
成
さ
れ
る
な
ら
ば
、
表
面
的
な
財
務

書
類
利
用
者
の
利
便
性
は
高
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
状
に
お
い
て
各
国
の
会
計
基
準
が
相
当
程
度
相
違
し
て
い
る
こ
と
の
原
因

が
、
各
国
の
会
計
制
度
が
そ
の
経
済
的
・
文
化
的
背
景
に
深
く
根
ざ
し
て
発
展
し
て
き
た
こ
と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
相
違
に

は
何
ら
か
の
必
然
性
が
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
一
つ
の
国
際
的
な
会
計
基
準
の
下
に
各
国
の
会
計
基
準
を
統
一
す
る
こ
と

が
、
果
た
し
て
企
業
状
況
の
真
実
か
つ
公
正
な
概
観
の
表
示
に
資
す
る
と
い
い
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
大
い
に
疑
問
で
あ
る
。

現
代
企
業
会
計
は
、
継
続
企
業
を
会
計
公
準
と
し
、
会
計
処
理
方
法
に
つ
き
多
く
の
選
択
肢
を
設
け
な
が
ら
も
、
し
か
し
、
実
際
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
会
計
処
理
方
法
の
選
択
に
あ
た
っ
て
は
、
個
々
の
企
業
の
実
態
を
最
も
よ
く
知
り
う
べ
き
取
締
役
を
し
て
客
観
的
に

妥
当
性
を
有
す
る
判
断
を
行
わ
せ
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
財
務
書
類
に
お
け
る
企
業
実
態
の
適
正
な
表
示
が
達
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
現
代
企
業
会
計
の
根
幹
、
さ
ら
に
は
確
定
決
算
主
義
の
本
来
的
意
義
が
あ
る
と
解
さ

れ
る
の
で
あ
る
。「
選
択
肢
の
容
認
と
比
較
可
能
性
の
達
成
と
は
、
ト
レ
ー
ド
・
オ
フ
の
関
係
に
あ
（
５７
）

る
」
と
し
て
も
、
会
計
基
準
を
い

た
ず
ら
に
統
一
し
、
経
営
者
の
判
断
の
余
地
を
排
除
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
比
較
可
能
性
に
、
一
体
ど
の
よ
う
な
意

味
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

わ
が
国
会
計
基
準
と
国
際
的
な
会
計
基
準
と
の
調
和
化
を
不
可
避
な
も
の
と
前
提
し
た
上
で
、
当
該
国
際
的
な
会
計
基
準
を
無
批
判

に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
国
際
会
計
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
中
長
期
的
な
視
点
で
、

わ
が
国
の
企
業
会
計
や
商
法
会
計
の
制
度
を
国
際
的
に
整
合
性
が
と
れ
る
レ
ベ
ル
ま
で
改
善
す
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ（
５８
）

る
」

と
の
、
も
っ
と
も
な
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
会
計
制
度
の
改
善
は
、
国
際
的
な
会
計
基
準
と
の
統
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一
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
財
務
書
類
に
お
い
て
提
供
さ
れ
る
情
報
の
質
及
び
量
の
両
面
に
お
け
る
拡
充
に
よ
っ
て
図
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
現
在
、
我
々
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
各
国
の
商
慣
行
あ
る
い
は
会
計
環
境
の
相
違
や
特
質
を
理
解
す
る
と
と
も
に
尊
重

し
、
十
分
な
議
論
を
尽
く
し
た
上
で
、
財
務
報
告
の
あ
る
べ
き
姿
を
探
求
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
１
）

一
般
に
、
営
利
を
目
的
と
し
た
私
企
業
に
お
け
る
会
計
を
「
企
業
会
計
」
と
い
い
、
こ
の
「
企
業
会
計
に
は
財
務
会
計
と
管
理
会
計
と

い
う
二
つ
の
領
域
が
あ
る
」（
飯
野
利
夫
『
財
務
会
計
論
〔
三
訂
版
〕』（
同
文
舘
、
一
九
九
八
年
）
一
の
四
頁
）
が
、
本
稿
に
お
け
る
「
企

業
会
計
」
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
領
域
の
う
ち
、
企
業
の
利
害
関
係
者
に
対
し
て
当
該
企
業
の
財
政
状
態
及
び
経
営
成
績
を
報
告
す
る
た
め
の

会
計
で
あ
る
財
務
会
計
を
意
味
し
て
い
る
。

（
２
）

平
成
八
年
一
一
月
、
当
時
の
内
閣
総
理
大
臣
か
ら
大
蔵
大
臣
及
び
法
務
大
臣
に
対
し
、
金
融
シ
ス
テ
ム
改
革
に
関
す
る
指
示
が
な
さ
れ

た
が
、
そ
の
改
革
の
重
要
事
項
と
し
て
、「
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
の
充
実
・
強
化
」
及
び
「
会
計
制
度
の
国
際
標
準
化
」
が
含
ま
れ
て
い

た
（
大
蔵
省
・
法
務
省
「
商
法
と
企
業
会
計
の
調
整
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」
商
事
法
務
一
四
九
六
号
二
九
頁
）。

（
３
）

新
井
清
光
・
白
鳥
庄
之
助
「
日
本
に
お
け
る
会
計
の
法
律
的
及
び
概
念
的
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
」
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
巻
一
〇
号

（
通
巻
四
三
五
号
）
二
九
頁
。

（
４
）

株
式
会
社
の
計
算
は
、
原
則
と
し
て
、
株
主
総
会
の
承
認
に
よ
っ
て
確
定
す
る
（
商
法
二
八
三
条
一
項
。
商
法
特
例
法
上
の
大
会
社
及

び
み
な
し
大
会
社
に
関
す
る
特
例
に
つ
い
て
、
商
法
特
例
法
一
六
条
一
項
、
二
一
条
の
三
一
第
一
項
参
照
）
か
ら
、
こ
こ
に
い
う
「
確
定
し

た
決
算
」
と
は
、
原
則
と
し
て
「
法
人
が
そ
の
決
算
に
基
づ
く
計
算
書
類
に
つ
き
、
当
該
事
業
年
度
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
二
か
月
以
内
に

開
催
さ
れ
た
株
主
総
会
で
承
認
決
議
の
あ
っ
た
決
算
を
指
す
も
の
と
解
さ
れ
る
」（
昭
和
六
二
年
九
月
一
八
日
大
阪
地
判
シ
ュ
ト
イ
エ
ル
三

一
〇
号
二
〇
頁
）。
し
か
し
学
説
は
、「
確
定
し
た
決
算
」
の
意
義
に
つ
き
、「
確
定
し
た
決
算
と
い
う
の
は
株
主
総
会
な
ど
で
承
認
さ
れ
た

決
算
を
い
う
」
と
し
な
が
ら
も
、「
株
主
総
会
な
ど
で
正
式
に
承
認
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
な
い
と
き
で
も
、
法
人
が
正
規
の
決
算
と
考
え

て
い
る
も
の
も
含
ま
れ
る
」
と
解
し
て
い
る
（
清
永
敬
次
『
税
法
（
第
五
版
）』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
八
年
）
一
一
六
頁
。
同
旨
、

武
田
昌
輔
・
後
藤
喜
一
編
著
『
Ｄ
Ｈ
Ｃ

会
社
税
務
釈
義
』（
第
一
法
規
、
一
九
六
四
年
）
七
巻
四
三
〇
三
の
三
頁
）。
判
例
も
ま
た
、「
た

と
え
商
法
上
の
確
定
決
算
上
の
手
続
に
依
拠
せ
ず
、
従
っ
て
商
法
上
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
確
定
申
告
自
体
が
、
実
質
的
に
、
法
人
の

意
思
に
基
づ
き
な
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
税
法
上
は
（
法
人
税
―
筆
者
）
法
七
四
条
に
基
づ
く
有
効
な
申
告
と
し
て
扱
う
も
の
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と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」（
昭
和
五
四
年
九
月
一
九
日
東
京
地
判
税
務
訴
訟
資
料
一
一
二
号
一
二
六
九
頁
）
と
す
る
。
な
お
、
委
員
会

等
設
置
会
社
に
お
け
る
利
益
処
分
案
の
確
定
権
限
が
、
実
質
上
、
取
締
役
会
に
委
譲
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
伴
う
問
題
点
に
つ
き
、
末
永
敏
和

・
吉
本
健
一
『
平
成
一
四
年
商
法
改
正
対
応

新
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
読
み
方
・
考
え
方
』（
中
央
経
済
社
、
二
〇
〇
二
年
）

二
〇
二
頁
を
参
照
。

（
５
）

野
村
健
太
郎
「
我
が
国
会
計
シ
ス
テ
ム
と
国
際
調
和
―
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
型
モ
デ
ル
と
仏
独
型
モ
デ
ル
と
の
間
で
」
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ

ジ
ャ
ー
ナ
ル
七
巻
九
号
（
通
巻
四
八
二
号
）
五
六
頁
。
同
旨
、
岡
田
依
里
「
確
定
決
算
基
準
離
脱
に
関
す
る
一
考
察
」
税
経
通
信
四
九
巻
七

号
二
二
―
二
三
頁
、
川
口
順
一
「
財
務
会
計
と
税
法
会
計
の
交
差
」
税
研
六
七
号
三
五
頁
。
中
田
教
授
も
ま
た
、「
国
際
的
に
調
和
を
目
指

す
財
務
会
計
が
国
内
的
な
課
税
所
得
計
算
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
前
提
に
立
ち
、（
中
略
）
確
定
決
算
主
義
を
修
正
す

る
方
向
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
」
と
主
張
す
る
（
中
田
信
正
『
財
務
会
計
・
税
法
関
係
論
―
国
内
的
調
整
か
ら
国
際
的
調
和
へ
』

（
同
文
舘
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
九
頁
）。

（
６
）

田
中
二
郎
『
租
税
法
』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
）
三
九
八
頁
。
な
お
、
法
人
税
の
性
格
に
関
し
て
は
、
大
別
し
て
、「
法
人
を
独
立
の

担
税
力
の
主
体
と
は
考
え
ず
、
法
人
税
を
個
人
所
得
税
の
前
取
り
な
い
し
は
源
泉
課
税
的
な
も
の
と
み
る
考
え
方
」
と
、「
法
人
は
、
そ
の

構
成
員
で
あ
る
株
主
等
と
は
独
立
し
た
一
個
の
実
体(en

tity)

で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
課
税
単
位
と
な
り
う
る
も
の
と
し
、
法
人
税
は
、

法
人
独
自
の
担
税
力
に
応
じ
た
租
税
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
」
と
が
あ
り
（
田
中
、
同
上
書
、
三
九
八
頁
）、
一
般
に
前
者
を
法
人
擬
制
説

と
、
後
者
を
法
人
実
在
説
と
呼
称
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
金
子
教
授
は
、
従
来
、
法
人
実
在
説
と
法
人
擬
制
説
の
対
立
を
法
人
税
性

質
論
に
も
ち
こ
み
、
そ
の
い
ず
れ
が
が
正
し
い
の
か
と
い
う
よ
う
に
演
繹
的
に
論
理
を
展
開
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
「
法

人
本
質
論
は
、
決
め
手
の
な
い
問
題
」
で
あ
る
と
論
じ
る
（
金
子

宏
『
租
税
法
〔
第
八
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
）
二
三
八
頁
）。

（
７
）

内
国
法
人
と
は
、
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
を
有
す
る
法
人
を
い
い
（
法
人
税
法
二
条
三
号
）、
商
法
上
の
会
社
等
の
普
通
法
人

（
同
条
九
号
）
の
ほ
か
、
公
共
法
人
（
同
条
五
号
）、
公
益
法
人
等
（
同
条
六
号
）
及
び
協
同
組
合
等
（
同
条
七
号
）
を
も
含
む
。
こ
の
内

国
法
人
に
対
し
て
課
せ
ら
れ
る
法
人
税
は
、
課
税
物
件
の
相
違
に
基
づ
き
、
�
各
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
、
�
清
算
所
得
に
対

す
る
法
人
税
、
及
び
�
退
職
年
金
等
積
立
金
に
対
す
る
法
人
税
と
に
大
別
さ
れ
る
（
法
人
税
法
五
条
、
八
条
）
が
、
そ
の
中
心
は
�
で
あ
り
、

通
常
、
法
人
税
と
い
う
場
合
、
こ
れ
を
意
味
す
る
。

（
８
）

中
里

実
「
企
業
課
税
に
お
け
る
課
税
所
得
算
定
の
法
的
構
造
（
一
）」
法
学
協
会
雑
誌
一
〇
〇
巻
一
号
五
二
頁
。
金
子
、
前
掲
注
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（
６
）
書
、
二
四
九
頁
で
は
、「
法
人
の
所
得
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
法
人
の
利
益(profit)

と
同
義
で
あ
っ
て
、
法
人
の
事
業
活
動
の

成
果
を
意
味
す
る
」
と
し
、
田
中
、
前
掲
注
（
６
）
書
、
四
〇
五
頁
で
は
、
所
得
が
「
企
業
活
動
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
活
動
か
ら
生
ず

る
『
純
資
産
の
増
加
』
が
企
業
に
帰
属
し
た
も
の
を
い
う
帰
属
的
概
念
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
企
業
利
益
は
「
単
に
企
業
活
動
か
ら
生
ず
る

『
純
資
産
の
増
加
』
を
い
う
発
生
的
概
念
」
で
あ
っ
て
、「
法
人
税
法
上
の
所
得
概
念
に
つ
い
て
は
、
法
人
税
法
が
個
人
所
得
税
法
か
ら
発

達
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
個
人
所
得
税
に
お
け
る
と
同
様
、
帰
属
的
概
念
を
使
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
企
業

の
代
表
的
形
態
で
あ
る
法
人
企
業
に
お
け
る
企
業
利
益
と
い
う
発
生
的
概
念
に
対
応
」
し
、「
課
税
所
得
と
企
業
利
益
は
概
念
の
表
裏
で
あ

り
、
本
質
的
に
両
者
は
一
致
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

（
９
）

中
里
、
前
掲
注
（
８
）
論
文
、
五
五
頁
。

（
１０
）

明
治
財
政
史
編
纂
会
『
明
治
財
政
史

一
名
松
方
伯
財
政
事
歴

第
六
巻
』
明
治
財
政
史
編
纂
会
蔵
版
（
丸
善
、
一
九
〇
四
年
）
一
頁
。

（
１１
）

明
治
財
政
史
編
纂
会
、
前
掲
注
（
１０
）
書
、
一
二
頁
。

（
１２
）

中
里
、
前
掲
注
（
８
）
論
文
、
五
八
頁
。

（
１３
）

中
里
、
前
掲
注
（
８
）
論
文
、
六
一
頁
。

（
１４
）

税
制
調
査
会
「
税
制
簡
素
化
に
つ
い
て
の
第
一
次
答
申
」
昭
和
四
一
年
一
二
月
（
税
制
調
査
会
編
『
税
制
改
正
に
関
す
る
答
申
』（
大
蔵

省
印
刷
局
、
一
九
六
七
年
）
所
収
）。

（
１５
）

税
制
調
査
会
、
前
掲
注
（
１４
）
書
、
三
八
―
三
九
、
四
三
―
四
四
頁
。

（
１６
）

中
里
、
前
掲
注
（
８
）
論
文
、
六
四
頁
、
宮
島

洋
「
税
務
論
か
ら
見
た
確
定
決
算
主
義
と
申
告
調
整
主
義
」
租
税
研
究
五
二
八
号
四

八
頁
。

（
１７
）

清
永
敬
次
「
法
人
税
法
二
二
条
四
項
の
規
定
に
つ
い
て
」
税
法
学
二
〇
二
号
二
八
頁
。

（
１８
）

飯
野
、
前
掲
注
（
１
）
書
、
二
の
一
七
頁
で
は
、
会
計
処
理
の
原
則
及
び
手
続
に
つ
い
て
は
、
一
つ
の
会
計
事
実
に
二
つ
以
上
の
方
法

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
場
合
、
ど
の
方
法
を
用
い
る
か
に
よ
っ
て
、
財
務
諸
表
に
記
載
さ
れ
る
金
額
が
異
な
っ
て
く
る
が
、

「
用
い
た
方
法
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
る
財
務
諸
表
は
、
い
ず
れ
も
真
実
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ

る
」
と
す
る
が
、
到
底
賛
同
で
き
な
い
。

（
１９
）

『
企
業
会
計
原
則
』
は
「
公
正
ナ
ル
会
計
慣
行
」
の
一
部
を
構
成
す
る
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
る
が
、
龍
田
教
授
は
、「
公
正
と
は
要
す
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る
に
企
業
の
財
務
状
態
と
経
営
成
績
を
適
正
に
示
す
の
に
役
立
つ
こ
と
」
で
あ
っ
て
、「
商
法
に
具
体
的
な
定
め
が
な
い
点
に
つ
い
て
、
企

業
会
計
原
則
に
従
っ
た
処
理
を
す
れ
ば
商
法
上
も
適
法
と
推
定
さ
れ
る
が
、
同
原
則
通
り
で
は
適
正
な
会
計
処
理
が
で
き
な
い
場
合
は
別
方

式
に
よ
る
こ
と
が
必
要
」
で
あ
り
、
同
原
則
と
は
「
異
な
る
方
式
に
よ
る
こ
と
が
、
同
原
則
に
従
う
の
と
同
等
ま
た
は
そ
れ
以
上
に
適
正
な

処
理
で
あ
る
な
ら
、
別
方
式
に
よ
っ
て
よ
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
」、「
ま
だ
慣
行
化
し
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
新
方
式
で
あ
っ
て
も
、
上
の
要

件
を
み
た
す
も
の
は
解
釈
に
と
り
入
れ
ら
れ
る
」
と
論
じ
る
（
龍
田

節
『
新
版

注
釈
会
社
法
（
八
）

株
式
会
社
の
計
算
（
一
）』（
有

斐
閣
、
一
九
八
七
年
）
四
頁
）。
ま
た
、
岸
田
教
授
は
、「
商
法
が
『
従
フ
』
で
は
な
く
、『
斟
酌
ス
ル
』
と
し
た
の
は
、
そ
の
解
釈
に
含
み

を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
り
、『
公
正
ナ
ル
会
計
慣
行
』
に
従
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
必
ず
し
も
当
然
に
違
法
と
な
ら
な
い
場
合
も
存
在
す
る

こ
と
を
想
定
し
た
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
（
岸
田
雅
雄
「
不
良
債
権
と
取
締
役
の
責
任
」
商
事
法
務
一
六
六
九
号
二
一
頁
）。
な
お
、「『
公

正
ナ
ル
会
計
慣
行
』
は
必
ず
し
も
一
つ
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
現
在
で
も
通
説
」
で
あ
る
（
弥
永
真
生
「
平
成
一
四
年
改
正
に
お
け

る
商
法
会
計
の
論
点
」
商
事
法
務
一
六
七
〇
号
二
八
頁
）。

（
２０
）

須
貝
脩
一
「
法
人
税
法
二
二
条
四
項
」
法
学
論
叢
八
二
巻
六
号
二
頁
。
ま
た
、
田
中
耕
太
郎
博
士
は
、
わ
が
国
商
法
に
お
い
て
、「
一
般

商
人
に
関
す
る
規
定
及
び
株
式
会
社
に
関
す
る
規
定
を
総
合
し
て
考
ふ
る
と
き
に
、
此
等
の
断
片
的
規
定
の
背
後
に
有
機
的
な
簿
記
及
び
会

計
の
技
術
の
存
在
を
予
定
す
る
に
非
ざ
れ
ば
各
概
念
及
び
法
条
の
規
定
を
理
解
す
る
こ
と
を
得
ぬ
の
で
あ
る
」
と
論
ず
る
（
田
中
耕
太
郎

『
貸
借
対
照
表
法
の
論
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
四
年
）
三
八
頁
）。

（
２１
）

平
成
三
年
一
二
月
一
九
日
大
阪
高
判
税
務
訴
訟
資
料
一
八
七
号
四
一
九
頁
は
、
法
人
税
法
二
二
条
四
項
に
つ
き
、「
複
雑
、
多
様
化
し
、

流
動
的
な
経
済
事
象
に
つ
い
て
は
、
税
法
に
よ
っ
て
一
義
的
、
完
結
的
に
対
応
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
健
全
な
企
業
会
計
の
慣
行
に

委
ね
る
こ
と
の
ほ
う
が
適
切
で
あ
る
と
の
趣
旨
で
規
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、「
同
項
に
い
う
『
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計

処
理
の
基
準
』
と
は
、
客
観
的
な
規
範
性
を
も
つ
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
の
基
準
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
企
業
会
計
原
則
の
よ

う
な
明
文
化
さ
れ
た
特
定
の
基
準
を
指
す
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
。
最
高
裁
も
、
当
該
大
阪
高
判
の
控
訴
審
に
お
い
て
、

「
法
人
税
法
二
二
条
四
項
は
、
現
に
法
人
の
し
た
利
益
計
算
が
法
人
税
法
の
企
図
す
る
公
平
な
所
得
計
算
と
い
う
要
請
に
反
す
る
も
の
で
な

い
限
り
、
課
税
所
得
の
計
算
上
も
こ
れ
を
是
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
の
見
地
」
か
ら
、「
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理

の
基
準
に
従
っ
て
計
上
す
べ
き
も
の
と
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
す
る
（
平
成
五
年
一
一
月
二
五
日
最
判
税
務
訴
訟
資
料
一
九
九

号
九
四
四
頁
）。
ま
た
、
須
貝
教
授
は
「
反
ぷ
く
継
続
の
意
思
さ
え
あ
れ
ば
一
回
で
も
慣
行
」
で
あ
り
、「
慣
行
化
し
て
い
な
い
基
準
で
あ
っ

わが国会計基準の国際的調和化と法人所得課税
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て
も
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
会
計
処
理
基
準
で
あ
れ
ば
こ
の
規
定
の
要
件
を
み
た
す
も
の
で
あ
る
」（
須
貝
、
前
掲
注
（
２０
）
論

文
、
二
二
頁
）
と
論
じ
る
。

（
２２
）

須
貝
、
前
掲
注
（
２０
）
論
文
、
二
三
頁
。
中
里

実
「
企
業
課
税
に
お
け
る
課
税
所
得
算
定
の
法
的
構
造
（
五
・
完
）」
法
学
協
会
雑
誌

一
〇
〇
巻
九
号
一
五
五
二
頁
で
は
、
法
人
税
法
「
二
二
条
四
項
を
、
あ
る
法
人
企
業
が
商
法
上
の
商
業
帳
簿
あ
る
い
は
計
算
書
類
の
作
成
に

お
い
て
通
常
用
い
て
い
る
会
計
処
理
方
法
が
商
法
上
適
法
で
あ
り
、
企
業
会
計
の
観
点
か
ら
『
一
般
に
公
正
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
』
も
の
で

あ
れ
ば
、
そ
れ
が
租
税
会
計
上
も
原
則
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
さ
れ
る
。

（
２３
）

井
上
久
彌
「
確
定
決
算
」『
会
計
学
大
事
典

第
四
版
』
森
田
哲
彌
ほ
か
編
（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
六
年
）
一
〇
九
一
頁
。

（
２４
）

醍
醐

聰
「
確
定
決
算
基
準
と
逆
基
準
性
」
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ｐ
Ａ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
巻
五
号
（
通
巻
四
六
六
号
）
四
一
頁
。

（
２５
）

金
子
、
前
掲
注
（
６
）
書
、
二
五
四
頁
。

（
２６
）

『
企
業
会
計
原
則
』「
第
一

一
般
原
則
」
一
（
真
実
性
の
原
則
）。

（
２７
）

企
業
会
計
理
論
を
形
成
す
る
た
め
の
基
礎
概
念
（
会
計
公
準
）
と
し
て
は
、
今
日
、
�
企
業
実
体
ご
と
に
会
計
が
行
わ
れ
る
と
い
う
意

味
で
企
業
会
計
の
場
所
的
限
定
を
示
す
「
企
業
実
体
の
公
準
」、
�
継
続
的
な
企
業
活
動
を
時
間
的
に
区
切
っ
て
会
計
が
行
わ
れ
る
と
い
う

意
味
で
企
業
会
計
の
時
間
的
限
定
を
示
す
「
会
計
期
間
あ
る
い
は
継
続
企
業
の
公
準
」、
及
び
�
貨
幣
額
で
合
理
的
に
把
握
可
能
な
企
業
活

動
及
び
関
連
事
象
の
み
が
企
業
会
計
の
対
象
に
な
る
と
い
う
意
味
で
企
業
会
計
の
内
容
的
限
定
を
示
す
「
貨
幣
的
評
価
の
公
準
」
が
広
く
認

め
ら
れ
て
い
る
（
新
井
清
光
「
会
計
公
準
」『
会
計
学
大
事
典

第
四
版
』
森
田
哲
彌
ほ
か
編
（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
六
年
）
九
八
―
九

九
頁
）。

（
２８
）

清
永
、
前
掲
注
（
４
）
書
、
二
頁
。
同
旨
、
金
子
、
前
掲
注
（
６
）
書
、
九
頁
。

（
２９
）

申
告
調
整
と
は
、「
確
定
し
た
決
算
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
企
業
利
益
に
対
し
て
税
法
の
立
場
か
ら
、
あ
る
い
は
目
的
か
ら
『
別
段
の
定

め
』
に
よ
り
調
整
を
加
え
て
課
税
所
得
を
算
出
す
る
が
、
そ
の
調
整
の
う
ち
税
務
申
告
書
で
も
っ
て
独
自
に
行
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
」

（
成
道
秀
雄
「
申
告
調
整
」『
会
計
学
大
事
典

第
四
版
』
森
田
哲
彌
ほ
か
編
（
中
央
経
済
社
、
一
九
九
六
年
）
一
一
六
九
頁
）
を
い
う
。

（
３０
）

商
法
上
は
「
決
算
操
作
の
た
め
減
価
償
却
額
を
左
右
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」（
鈴
木
竹
雄
『
新
版

会
社
法

全
訂
第
五
版
』（
弘

文
堂
、
一
九
九
四
年
）
二
二
八
―
二
二
九
頁
）
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
（
商
法
二
八
五
条
、
三
四
条
二
号
参
照
）、
法
人
税
法
上
、
繰
越

欠
損
金
の
損
金
算
入
期
間
が
七
年
（
平
成
一
六
年
度
税
制
改
正
前
は
五
年
）
以
内
と
さ
れ
て
い
る
（
法
人
税
法
五
七
条
一
項
）
こ
と
と
関
連

論 説
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し
て
、
特
に
公
認
会
計
士
に
よ
る
法
定
監
査
を
要
し
な
い
中
小
企
業
に
お
い
て
は
、
減
価
償
却
が
適
正
に
行
わ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。

（
３１
）

醍
醐
、
前
掲
注
（
２４
）
論
文
、
四
二
頁
。
吉
牟
田
勲
「
確
定
決
算
主
義
―
最
近
の
批
判
的
論
文
を
中
心
に
」『
日
税
研
創
立
一
〇
周
年
記

念
論
文
集
』（『
日
税
研
論
集
』
第
二
八
号
）
二
六
三
頁
は
、
こ
の
醍
醐
教
授
に
よ
る
分
類
を
「
適
確
な
区
分
で
あ
る
」
と
す
る
。

（
３２
）

従
来
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
税
法
基
準
に
よ
る
諸
償
却
費
や
引
当
金
の
計
上
は
、
会
計
上
明
ら
か
に
不
合
理
と
認
め
ら
れ
る
事
情
の
な
い
場

合
に
限
っ
て
監
査
上
も
妥
当
な
も
の
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
（
日
本
公
認
会
計
士
協
会
�
監
査
第
一
委
員
会
『
減
価
償
却

に
関
す
る
会
計
処
理
及
び
監
査
上
の
取
扱
い
』（
監
査
委
員
会
報
告
第
三
号
）「
�

監
査
上
の
取
扱
い
」、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
�
監
査

委
員
会
『
貸
倒
引
当
金
に
関
す
る
会
計
処
理
及
び
表
示
と
監
査
上
の
取
扱
い
』（
監
査
委
員
会
報
告
第
五
号
）「
三

監
査
上
の
取
扱
い
」

（
三
）
等
を
参
照
）。
た
だ
し
、
特
別
償
却
の
う
ち
、
損
金
経
理
に
よ
る
初
年
度
一
時
償
却
は
、
い
わ
ゆ
る
正
規
の
減
価
償
却
と
は
認
め
ら

れ
な
い
。

（
３３
）

醍
醐
、
前
掲
注
（
２４
）
論
文
、
四
三
頁
。

（
３４
）

醍
醐
、
前
掲
注
（
２４
）
論
文
、
四
三
頁
。

（
３５
）

醍
醐
、
前
掲
注
（
２４
）
論
文
、
四
二
頁
。
同
旨
、
吉
牟
田
、
前
掲
注
（
３２
）
論
文
、
二
六
三
頁
。

（
３６
）

Q
U

A
T

R
IÈ

M
E

D
IR

E
C

T
IV

E
78

/660
/C

E
E

D
U

C
O

N
S

E
IL

fon
dée

su
r

l’article
54

paragraph
e

3
sou

s
g

du
traité

et

con
cern

an
t

les
com

ptes
an

n
u

els
de

certain
es

form
es

de
sociétés,

J
ou

rn
al

officiel
d

es
C

om
m

u
n

au
tés

eu
ropéen

n
es

(J
O

C
E

),n°
L

222,14
aoû

t
1978,p.11.

以
下
、
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
四
指
令
の
条
文
の
訳
出
は
、
山
口
幸
五
郎
・
清
原
泰
司
『E

C

会
社
法

指
令
』
山
口
幸
五
郎
編
（
同
文
舘
、
一
九
八
四
年
）
に
よ
っ
た
。

（
３７
）

S
E

P
T

IÈ
M

E
D

IR
E

C
T

IV
E

83
/349

/C
E

E
D

U
C

O
N

S
E

IL
fon

dée
su

r
l’article

54
paragraph

e
3

poin
t

g)
du

traité,

con
cern

an
t

les
com

ptes
con

solidés,J
O

C
E

,n°
L

193,18
ju

illet
1983,p.1.

Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
七
指
令
の
条
文
の
訳
出
は
、
山
口
幸

五
郎
・
山
口

賢
・
清
原
泰
司
「
コ
ン
ツ
ェ
ル
ン
計
算
書
類
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
指
令
に
つ
い
て
（
三
）」
阪
大
法
学
一
三
六
号
二
六
三
頁
に
よ

っ
た
。

（
３８
）

Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
七
指
令
に
関
す
る
原
案
理
由
書
に
よ
れ
ば
、
第
七
指
令
第
一
六
条
に
定
め
る
定
義
は
、
第
四
指
令
第
二
条
所
定
の
概
念

と
同
一
の
概
念
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
山
口
（
幸
）
・
山
口
（
賢
）
・
清
原
、
前
掲
注
（
３７
）
論
文
、
二
六
五
頁
）。

（
３９
）

広
瀬
義
州
・
間
島
進
吾
編
『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
国
際
会
計
基
準
�
』（
税
務
経
理
協
会
、
一
九
九
九
年
）
三
八
頁
。
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（
４０
）

In
tern

ation
al

A
ccou

n
tin

g
S

tan
dards

C
om

m
ittee

(IA
S

C
),

F
ram

ew
ork

for
th

e
P

reparation
an

d
P

resen
tation

of

F
in

an
cialS

tatem
en

t,IA
S

C
,1989.

（
４１
）

Id
.,par.46.

訳
出
は
、
日
本
公
認
会
計
士
協
会
訳
『
財
務
諸
表
の
作
成
表
示
に
関
す
る
枠
組
み
』
三
七
頁
に
よ
っ
た
。

（
４２
）

O
rgan

isation
for

E
con

om
ic

C
o-operation

an
d

D
evelopm

en
t

(O
E

C
D

),
W

orkin
g

G
rou

p
on

A
ccou

n
tin

g
S

tan
dards,

T
H

E
R

E
L

A
T

IO
N

S
H

IP
B

E
T

W
E

E
N

T
A

X
A

T
IO

N
A

N
D

F
IN

A
N

C
IA

L
R

E
P

O
R

T
IN

G
:

IN
C

O
M

E
T

A
X

A
C

C
O

U
N

T
IN

G
,

A
C

C
O

U
N

T
IN

G
S

T
A

N
D

A
R

D
S

H
A

R
M

O
N

IZ
A

T
IO

N
N

o.3,O
E

C
D

,1987.

（
４３
）

Id
.,p.27.

（
４４
）

Id
.,p.3.

（
４５
）

Id
.,p.9.

（
４６
）

Id
.,pp.9

―11.

（
４７
）

Id
.,p.19.

（
４８
）

Id
.,pp.20

―21.

（
４９
）

Id
.,pp.21

―22.

（
５０
）

Id
.,p.10.

（
５１
）

Ibid
.

（
５２
）

Id
.,p.12.

（
５３
）

例
え
ば
、
Ｅ
Ｃ
会
社
法
第
四
指
令
三
五
条
一
項
ｄ
号
は
、「
固
定
資
産
に
つ
き
税
法
の
適
用
の
た
め
に
の
み
臨
時
価
値
修
正
額
を
計
上
す

る
場
合
に
は
、
附
属
明
細
書
に
お
い
て
そ
の
金
額
お
よ
び
計
上
の
理
由
を
開
示
す
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
し
、
税
務
上
の
配
慮
が
財
務
書
類

に
影
響
を
与
え
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
注
記
に
よ
る
開
示
を
求
め
て
い
る
。

（
５４
）

O
E

C
D

,W
orkin

g
G

rou
p

on
A

ccou
n

tin
g

S
tan

dards,op.cit.su
pra

n
ote

(42),p.21.

も
っ
と
も
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
続
け

て
、「
成
果
は
注
記
に
お
け
る
情
報
の
補
足
と
一
体
と
な
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
と
す
る
当
該
解
決
策
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
ら
か

の
さ
ら
な
る
改
善
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
、
ほ
と
ん
ど
の
代
表
者
は
考
え
た
の
で
あ
る
」
と
す
る
が(Ibid

.)

、
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。

（
５５
）

C
om

m
ission

of
th

e
E

u
ropean

C
om

m
u

n
ities,

R
eport

of
th

e
C

om
m

ittee
of

In
d

epen
d

en
t

E
xperts

on
C

om
pan

y

論 説

（阪大法学）５５（２―１５６）４２２〔２００５．８〕



T
axation

,O
ffice

for
O

fficialP
u

blication
s

ofth
e

E
u

ropean
C

om
m

u
n

ities,1992,p.212.

（
５６
）

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
報
告
書
は
、
�
租
税
上
の
配
慮
が
計
算
書
類
上
へ
の
一
定
の
記
入
義
務
を
課
す
場
合
、
及
び
�
当
該
義
務
が
な
い
場
合
で
も

簡
素
化
や
租
税
上
の
利
益
を
得
る
目
的
か
ら
そ
れ
が
企
業
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
場
合
、
租
税
上
の
配
慮
は
財
務
諸
表
上
の
項
目
に
影
響
を

与
え
る
と
す
る
一
方
で
、
企
業
が
選
択
権
を
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
財
務
諸
表
の
作
成
に
際
し
て
標
準
的
会
計
原
則
を
採
用
す
る

場
合
、
租
税
債
務
評
価
上
の
一
時
的
遅
延
か
ら
生
ず
る
繰
延
課
税
が
計
算
書
類
に
お
い
て
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
租
税
規
則
は
企
業
の
計
算

書
類
に
何
ら
の
影
響
も
与
え
な
い
と
論
じ
る(O

E
C

D
,W

orkin
g

G
rou

p
on

A
ccou

n
tin

g
S

tan
dards,op.cit.su

pra
n

ote
(42),p.

17)

。

（
５７
）

新
井
清
光
「
会
計
基
準
の
国
際
的
調
和
―
そ
の
将
来
の
シ
ナ
リ
オ
―
」
税
経
通
信
四
七
巻
一
号
一
一
―
一
二
頁
。

（
５８
）

神
田
秀
樹
「
会
計
基
準
の
国
際
的
調
和
と
商
法
」
企
業
会
計
四
六
巻
一
号
四
四
頁
。
斉
藤
教
授
も
、「
国
際
会
計
基
準
は
非
常
に
重
要
な

環
境
制
約
」
で
あ
り
、「
そ
れ
を
十
分
意
識
し
て
日
本
の
基
準
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
が
、「
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
に
市
場
を
統
合
す

る
の
で
な
い
限
り
、
法
的
な
環
境
を
始
め
各
国
の
条
件
を
完
全
に
無
視
し
て
イ
ン
フ
ラ
だ
け
を
統
一
す
る
の
は
、
少
な
く
と
も
成
熟
し
た
資

本
市
場
を
持
つ
国
で
は
」
不
可
能
で
あ
り
、「
国
際
会
計
基
準
に
日
本
の
基
準
を
ど
こ
ま
で
適
合
さ
せ
る
か
は
、
日
本
の
市
場
関
係
者
が
こ

れ
か
ら
決
め
て
い
く
問
題
」
で
あ
る
と
す
る
（
神
田
秀
樹
ほ
か
「
平
成
一
四
年
商
法
改
正
と
会
計
・
計
算
―
商
法
会
計
の
論
点
と
実
務
対
応

―
〔
上
〕」
商
事
法
務
一
六
七
〇
号
一
一
頁
（
斉
藤
静
樹
発
言
））。

わが国会計基準の国際的調和化と法人所得課税

（阪大法学）５５（２―１５７）４２３〔２００５．８〕




